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国の変遷

我が国は、昭和 年代以降の高度経済成長期において、国民の所得、生活水準

は年々大幅な上昇を続けました。高度成長による社会構造及び経済構造の変化、

都市化の進展に伴い、環境汚染も加速度的に進行し、特に、四日市ぜん息、熊本

水俣病、新潟水俣病、富山イタイイタイ病のいわゆる四大公害病が発生し、大き

な社会問題となりました。

このため国では、昭和 年 月の 公害対策基本法 の制定をはじめとして、

昭和 年には公害国会と呼ばれる第 臨時国会が開かれ、公害対策基本法の改正

をはじめ、公害関係法の制定及び改正が行われ、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音、振動、地盤沈下、悪臭の典型 公害を中心とした総合的な公害防止対策が

進められました。

このような施策の推進と企業の公害防止施設の整備、技術開発等が相まって、

激甚な公害が克服されるとともに、環境汚染は全般的に改善の傾向にあります。

また、昭和 年、 年の二度にわたるオイルショックによって我が国の経済は、

高度成長から安定成長に移行し、人々の意識に精神的な豊かさを求める気運が高

まるなか、各地で地域の特性に根ざした快適な環境づくりに配慮されるようにな

りました。

近年の環境問題は、人口や社会経済活動の都市への集中が進み大都市地域の窒

素酸化物による大気汚染や生活排水等による河川の汚濁等のいわゆる都市・生活

型公害に移行しており、また、ダイオキシン類などの有害な化学物質等による環

境汚染、さらにはオゾン層の破壊、地球温暖化等、地球的規模で対応すべき環境

問題が顕在化してきており、これらの諸問題の解決に向けて、なお一層の多角的

な取組が必要な状況にあります。

このため、国においては、環境問題の変化の状況を踏まえて、公害対策基本法

に代わって、今日の環境問題に対処していくための基本的枠組みを示す法律とし



本県における環境問題を見てみると、全国的な傾向と同様、昭和 年代は八戸

地域等の工場立地地域における大気汚染、水質汚濁などの産業型公害が中心でし

たが、環境保全関係法令に基づく規制の強化及び公害防止施設の整備等により、

逐次、産業型公害が改善される一方、都市化の進展、生活様式の多様化等により、

生活排水による河川の汚濁等いわゆる都市・生活型公害や廃棄物の問題等が顕在

化してきており、多方面における環境対策が求められています。

本県における環境保全対策については、国において公害対策基本法が制定され

たのを契機として、昭和 年に公害防止条例を制定し、さらに昭和 年に現行の

公害防止条例を公布しました。また、自然環境の保全に関しては、昭和 年に自

然環境保全条例を公布し、昭和 年には自然環境保全基本方針を策定し、環境保

全関係法令に基づく規制の強化を図ってきました。

一方、行政機構としては、昭和 年に衛生部環境衛生課に公害係が設置され、

その後、昭和 年に公害課（現在の環境政策課）としました。昭和 年に自然保

県の変遷

て、平成 年に 環境基本法 を制定し、平成 年には、同法に基づき、 世紀

に向けた環境施策の大綱として、 循環 、 共生 、 参加 及び 国際的取組

という つの長期的目標を掲げる 環境基本計画 を策定し、持続可能な社会の

構築を目指すことを定めました。なお、本計画については、地球温暖化をはじめ

とする環境問題の計画策定後の著しい状況の変化に対応するため、平成 年に見

直しを行い、改定しました。

また、国では平成 年を循環型社会元年と位置付け、循環型社会の形成を推進

する基本的な枠組みとなる法律としての 循環型社会形成推進基本法 のほか、

個別法として 建設リサイクル法 、食品リサイクル法 及び グリーン購入法

を制定するとともに、 廃棄物処理法 及び 資源有効利用促進法 の改正を行

いました。さらに、平成 年には 自動車リサイクル法 を制定し、平成 年に

は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、具体的目標を設定した 循環型社会形成推進基

本計画 を策定するなど、既制定の 容器包装リサイクル法 及び 家電リサイ

クル法 を含め、循環型社会の構築に向け、実効ある取組みが進められています。



護課が、平成 年に原子力環境対策室（現在の原子力安全対策課）が設置されて

います。

また、廃棄物対策を担当する部門については、平成 年に生活衛生課（現在の

薬務衛生課）の課内室として廃棄物対策室が設置され、平成 年には生活衛生課

から廃棄物対策課を独立させています。

その後、環境政策課の大気・水質の公害を担当する部門と廃棄物対策課を統合

し、環境管理課が設置され、平成 年には環境管理課を環境政策課に統合し、現

在に至っています。

岩手県との県境における不法投棄対策については、平成 年 月に 特定産業

廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 が制定されたことを受け、

平成 年度までに着実かつ強力に原状回復を推進するとともに、周辺対策を全庁

挙げて取り組む必要があること等から、平成 年 月に環境生活部内に設置した

県境不法投棄対策チームを発展的に解消し、平成 年 月、環境生活部から独立

した組織として県境再生対策室を新たに設置するなど機構の充実を図ってきたと

ころです。

調査研究機関については、昭和 年に八戸市に設置した公害センター、昭和

年に青森市に設置した公害調査事務所等を、平成 年に環境保健センターとして

統合・設置し、総合的な調査研究体制の整備を進めてきました。

さらに、平成 年度には、廃棄物対策及び公害対策に係る環境監視機能を強化

するため、環境保健センター内に環境管理部（平成 年 月に青森環境管理事務

所に改組）を設置するとともに、弘前市、八戸市及びむつ市の カ所に環境管理

事務所を新設しました。

また、環境放射線等の監視・測定については、県内に立地する原子力関連施設

への立入調査や環境試料の分析などと併せて総合的に実施するため、環境保健セ

ンター放射能部及び六ヶ所放射線監視局を廃止し、平成 年 月、青森県原子力

センターを六ヶ所村に設置しました。

このような制度、体制の充実強化をもとに、テレメータシステムによる大気汚

染常時監視、八戸地区大気汚染緊急時対策実施要綱の制定、上乗せ排水基準条例

の施行、河川等の水質環境基準の類型指定、悪臭・騒音・振動の規制地域の指定、

県自然環境保全地域の指定を行うなど、環境行政の進展に努めています。
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環境に著しい影響を与えるおそれのある各種開発事業等については、その事業

に係る環境の保全に適正な配慮がなされることを確保するため、平成 年 月に

青森県環境影響評価要綱 を施行、平成 年 月に同要綱を廃止、新たに 青

森県環境影響評価条例 を施行して、審査指導を行っています。

また、火力発電所、紙パルプ工場、非鉄金属の大規模工場が立地している八戸

地域については、昭和 年度以来 回（昭和 年度 年度、昭和 年度 年

度、昭和 年度 平成元年度、平成 年度 年度、平成 年度 年度及び平

成 年度 年度）にわたり、環境基本法の規定に基づいて公害防止計画を策定

し、総合的な公害防止対策を推進しています。

地球規模における環境を保全するための対策としては、平成 年 月に 青森

県環境保全対策推進本部 を設置し、同年 月には、同本部において地球環境保

全に関する取組方針に関する申合せを行ったほか、平成 年 月には環境に配慮

した行動を促進するため、 青森県環境教育推進基本方針 を策定しました。ま

た、平成 年 月には、長期展望に立った本県の望ましい環境像、環境保全施策

に係る基本的方向、各主体の役割等の骨格を定める 青森県環境基本構想 を策

定し、同年 月には、同構想の趣旨を踏まえ、県民総意の下に環境分野における

個別の条例を統括する 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例 （以下 環

境基本条例」という。）を制定しました。さらに、平成 年 月には地球環境保全

に向け県民・事業者等の行動原則を示すための あおもりアジェンダ を、平

成 年 月には概ね 年間を計画期間として環境保全施策の基本方針、各主体の

役割、地域ごとの環境配慮指針などを具体的に示した 青森県環境計画 を策定

しました。この環境計画のうち、県民に密接に関係し、文化観光立県を目指す本

県にとって早急に取組を強化すべきと考えられる 項目の施策で構成される 青

森県環境保全施策実行計画」を策定し、この推進のため 青森県環境保全施策推

進協議会 を設置し、外部評価も取り入れながら、一層の施策の推進を図ってい

るところです。
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科学技術の進歩は、人類に大きな繁栄をもたらしましたが、科学技術に支えら

れた人類の活動は地球の生態系を大きく変化させ、オゾン層の破壊、地球の温暖

化、酸性雨、熱帯林の減少等の地球規模の環境問題を顕在化させ、人類の生存基

盤に脅威を与えています。

これらの地球環境問題の特徴としては、 影響が複雑かつ広範囲に及び、十分

な科学的解明を待って対策を講じるのでは手遅れになる可能性があること、

解決には一国だけではなく、世界各国の協力が必要であること、 国際的な政治、

経済、社会問題との関係が極めて強いこと等が挙げられ、国際的に取り組むべき

重要な課題の一つとして認識されています。

図 地球環境問題の相互関係



地球環境問題における国際的取組については、 年 月にストックホルムに

おいて開催された 国連人間環境会議 に端を発し、具体的な対応についての国

際的な取決めに関しては、 年 月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで約

か国が参加して開催された 環境と開発に関する国連会議 （地球サミット）が

大きな契機となりました。同会議においては、人と国家の行動原則を定めた 環

境と開発に関するリオ宣言 、そのための詳細な行動計画である アジェンダ

が採択され、広範な分野にわたり環境と開発に関する国際的な枠組が成立しまし

た。 年 月には、国連加盟国 か国からなる持続可能な開発委員会（ ）

が地球サミットのフォローアップを行う中心機関として設立されています。

また、個々の地球環境問題の取決め等について見ると、地球温暖化防止につい

ては、 年 月の 気候変動枠組条約第 回締約国会議 （ ）におい

て、 年から 年までの平均的な温室効果ガスの排出量を 年と比較して

先進国全体で ％、日本としては ％削除するという目標を定めた 京都議定

書 が採択されました。

その後、京都議定書の発効に向けたルールづくりが進められ、 年 月のボ

ンでの 再開会合において、大枠の政治合意である ボン合意 が成立し、

京都議定書発効を目指して、日本においては 年 月に批准し、各国において

も批准の準備が進められています。

オゾン層の保護については、 年 月のモントリオール議定書第 回締約国

会合において、フロン等のオゾン層破壊物質の全廃前倒し、規制物質の追加など

の議定書の改正に併せ、回収・再利用・破壊の促進が決議され、 年 月の同

第 回会合において、ハイドロクロロフルオロカーボン（ ）の 年、

臭化メチルの 年全廃等の規制強化が決定されました。このほかにも、地球環

境問題については国際的に種々の取組がなされてきたところです。

このような動き等を踏まえ、国は 年 月に環境基本法を制定し、 国際的

協調による地球環境保全の積極的推進 を基本理念の一つとして、地球環境保全

等に関する国際協力、監視・観測等に係る国際的連携、地方公共団体・民間団体

等の活動促進、国際協力の実施等に当たっての配慮などの基本的施策を定め、ま

た、 年 月には、関係閣僚会議において アジェンダ 行動計画 を決定し

ました。



地球温暖化に係る国内対策としては、 終了直後の 年 月には内閣

総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部が設置され、京都議定書の目標

を達成するための当面の対策を示した 地球温暖化対策推進大綱 が 年 月

に同本部により決定されました。 年 月には 地球温暖化対策の推進に関す

る法律 が成立し、 年 月には 地球温暖化対策に関する基本方針 が閣議

決定されました。

また、オゾン層保護については、 年 月に 特定物質の規制等によるオゾ

ン層の保護に関する法律（オゾン層保護法） が制定、 年 月にはオゾン層

の破壊や地球温暖化を招くフロン類の適正な回収及び破壊処理等を義務付けた

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン

回収破壊法） が成立、公布されました。
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表 地球環境問題の概要

項 目 概 要

地 球 温 暖 化 石油、石炭の燃焼によって生ずる二酸化炭素などの温室

効果ガスの増加により、地球が温暖化し、北極や南極の氷

が溶け、海面が上昇したり、気候の変動が起こり、漁業や

生態系に大きな影響を与えると言われています。

オゾン層の破壊 地上を取り巻く大気圏には、太陽の有害な紫外線を吸収

し我々の健康を守っている オゾン層 があります。工場

用の洗浄剤や冷蔵庫、エアコンなどに使われているフロン、

四塩化炭素などの物質は、オゾン層を破壊し、皮膚ガンの

増加や生態系への影響を生じさせます。

酸 性 雨 工場、事業場から排出されるばい煙や自動車の排出ガス

に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質

が、大気中で化学変化を起こし酸性物質となったものが、

雲や降水に取り込まれることによって生ずる 以下の

酸性化した雨を言います。ヨーロッパ、北米などにおいて

は、湖沼の酸性化、森林の衰退、建物や文化財の損傷など

の被害が出ています。

森林（熱帯林）の

減少

地球上の森林は、熱帯林を中心として、過度の伐採、焼

畑、薪の採取、放牧などにより近年、急激に減少していま

す。

熱帯林の減少は、野生生物の生息地の破壊、気候変化や

土壌流出などの影響をもたらしています。

野生生物種の減少 人間活動による生息・生育地の破壊や乱獲などのため、

地球の歴史が始まって以来のスピードで野生生物の種の減

少が進んでおり、 年以降 年間に全世界の ％の

種が絶滅するとの予測がなされています。

項 目 概 要
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項 目 概 要

砂 漠 化 砂漠化の原因は、地球的規模の気候の変動による干ばつ

のほか、過放牧や薪の採取などが挙げられています。砂漠

化が進行しつつある地域は、地球上の全陸地の約 分の 、

乾燥地の約 ％にあたる 億 に達し、世界人口の約 分

の の人々がその影響を受けています。

海 洋 汚 染 船舶の航行や事故、海底油田開発、有害化学物質の流出

などにより海洋汚染が発生し、海洋生物、漁業、生態系へ

の深刻な影響などが問題となっています。

有害廃棄物の越境

移動

重金属や有害化学物質などが、適正な処理の見込みがな

いまま他国に送られ、その結果、その国において環境問題

が引き起こされています。

環境汚染の拡散を防止するためにも、有害廃棄物の越境

移動は地球規模での対応が必要とされています。

開発途上国の公害

問題

開発途上国では、工業化の進展や人口の都市への集中に

ともない、工場の公害防止対策や下水道、ごみ処理施設の

整備の遅れから大気汚染、水質汚濁などの公害問題が深刻

化しています。開発途上国の多くは、これらの問題に適切

に対処していくための資金や技術に乏しいことから、先進

国と開発途上国との調整が必要とされます。

項 目 概 要



戦後の社会経済活動の拡大、そして生活においても物質的な豊かさが増す一方、

廃棄物の排出量の増加、最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄の増加、廃棄

物処理施設に対する住民不信の増大など、廃棄物をめぐる問題は深刻化していま

す。そしてこの解決のためには、これまでの社会経済のあり方や私たちのライフ

スタイルを見直すことが必要であり、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用

（リユース）、再生利用（リサイクル）を進め、最後に適正処分するという物質

循環を実現する循環型社会を構築していかなければなりません。

国では平成 年を循環型社会元年と位置付け、同年 月、循環型社会の形成に

向けた基本原則、施策の基本事項など対策の枠組みを示した 循環型社会形成推

進基本法 を制定し、平成 年 月には同法第 条に基づく 循環型社会形成推

進基本計画 を閣議決定しました。

循環型社会形成推進基本法は、社会における物質循環の形成を通じた、製品な

どの使用・廃棄に伴う天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目的とし、廃棄物

処理について 排出抑制、 製品・部品としての再使用、 原材料としての再生

利用、 熱回収、 適正処分の順で優先順位を定めているほか、製品の生産段階

から廃棄物の発生抑制や再使用時における環境配慮を進めることをねらいとし

て、製品の製造者や販売者が製品の使用後の段階においても一定の責任を果たす

よう 拡大生産者責任 を課しているのも特徴です。

また、循環型社会形成推進基本法の個別法として、 建設リサイクル法（建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律）、 食品リサイクル法（食品循環資

源の再生利用等の促進に関する法律）、 グリーン購入法（国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律） が新たに制定されるとともに、 廃棄物処理法

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 及び 資源有効利用促進法（資源の有

効な利用の促進に関する法律） が改正、整備され、先立って制定されていた 容

器包装リサイクル法 と 家電リサイクル法 を含めたリサイクル関連法が整備

されました。その後、平成 年 月には 自動車リサイクル法 が制定されました。

基本法と合わせて、これらの個別法を一体的に運用することにより循環型社会

を目指すものです。
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図 循環型社会形成推進関連法体系図
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近年の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会活動や生活様式の定着及び

都市化の進展により、生活排水による河川等の汚染や廃棄物問題、化学物質によ

る環境汚染、更には身近な緑の減少など様々な形で環境問題が顕在化しています。

また、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球規模での環境問題も顕

在化し、地球の生態系にも大きな脅威を与えている状況にあります。

これらの問題を解決していくためには、経済社会システムの見直しやライフス

タイルの変革に向けて、県民、事業者、行政が共通の認識に立ち、それぞれの役

割を果たしていくことが重要であり、長期的な視野に立ち、各種の環境施策を総

合的、計画的に進めていく必要があります。

本県の環境行政の基本的方向については、平成 年 月に制定した 青森県環

境の保全及び創造に関する基本条例 において定められています。

本条例は、本県の環境行政の基本理念、県民、事業者、行政の役割を明らかに

するとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めること

により、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で

文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成 年 月に策定した 青

森県環境基本構想 の考え方を踏まえ制定したものです。

本条例では、新たな環境施策を推進するために次の つを基本理念として定め

ています。

つの基本理念

健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承

人と自然との調和の確保

持続的発展が可能な社会の構築

地球環境の保全の推進
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図 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例
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第 節 環境の保全及び創造のための施策等

施策の策定等に当たっての配慮（第 条）
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規則の措置（第 条）
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調査の実施及び監視等の体制の整備（第 条）
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ついての配慮（第 号）
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第 節 地球環境の保全の推進等

地球環境の保全の推進（第 条）
地球環境の保全に資する行動計画（第 条）

第 節 地球環境の保全の推進等

地球環境の保全の推進（第 条）
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国及び他の地方公共団体との協力（第 条）
市町村への支援（第 条）

県民の意見の反映（第 条）
財政上の措置（第 条）

国及び他の地方公共団体との協力（第 条）
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今日の環境問題の動向と特質に適切に対応し、すべての県民の参加と連携によ

り、日常生活や各種の事業活動と環境との調和を図りながら、本県の環境を保全

及び創造し、後世に継承していくとともに、地球規模の環境問題への地域からの

取組を推進していくため、平成 年 月に 青森県環境計画 を策定しました。

本計画は、平成 年 月に制定した基本条例第 条の規定に基づき、平成 年

月に策定した 青森県環境基本構想 に掲げる基本目標や望ましい環境像を実

現し、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計

画として策定したものです。

本計画は、 豊かな自然環境の保全と快適環境の創造をめざして を基本目標

とし、望ましい環境像として、

豊かで美しい自然にあふれる青森県

安全ですこやかな暮らしのできる青森県

歴史と文化を大切にする青森県

の実現をめざしています。

このため、中期的な視点に立った環境の保全及び創造に関する施策について、

目標と具体的な施策の方向を明らかにし、総合的かつ計画的に推進することとし

ています。

また、日常生活や各種の事業活動と環境との調和を図っていく上での環境配慮

の指針を明らかにしています。
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図 青森県環境計画の構成
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青森県環境計画に掲げた施策の方向を具体化するため、環境美化対策、廃棄物

のリサイクル・減量化対策、ダイオキシン対策、十和田湖・陸奥湾の水質対策な

ど、県民生活に密接に関係し、本県にとって早急に取組を強化すべきと考えられ

る 項目の施策について、 環境保全施策に関する庁内連絡会議 を設置し、関

係各課が協議しながら具体的な施策を実施しました。

また、この 項目の施策について今後の取組方針を検討し、その結果を平成

年 月に 環境保全施策の今後の取組方針 （報告書）として取りまとめました。

この報告書では、 項目の施策について、それぞれ現状と課題を把握し、これ

に対する平成 年度の取組状況を踏まえた上で、今後の取組方針として、施策の

基本的方向と中・長期的な課題を定めるとともに、今後の取組方針に基づき平成

年度に実施する具体的な施策を掲げています。

平成 年度には、青森県環境計画に定められている重点施策についても上記

項目の施策と同様に位置付け、具体的に施策を推進することとし、このため、 環

境保全施策に関する庁内連絡会議 を 環境保全重点施策調整会議 に改組し、

推進体制の強化を図るとともに、平成 年 月には、上記 項目の施策と青森県

環境計画に定められた重点施策、計 施策について 青森県環境保全施策実行計

画 を策定しました。

平成 年 月には、同計画の達成度についての評価、また助言を得るため、学

識経験者等を委員とする 青森県環境保全施策推進協議会 を設置し、外部評価

を取り入れながら、各施策の推進を図っています。
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図 青森県環境保全施策実行計画の体系
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．十和田湖・陸奥湾水質対策

．低公害車の導入

．白神山地の保全

．野生動植物の生息・生育環境の保全

．自主的・主体的な景観形成活動の推進

．多自然型川づくりの適切な推進

．汚水処理施設の整備

．青森県地球温暖化防止計画の推進

．環境教育・学習の推進とパートナーシップの形成



表 青森県環境保全施策実行計画の概要

施 策 項 目 主 な 取 組 み 内 容

環境美化対策 普及啓発事業等により環境美化意識の醸成を図る。

一般廃棄物のリサイク
ル・減量化対策

分別収集計画の策定等により容器包装廃棄物のリサイクル率の
向上を図る。

産業廃棄物のリサイク
ル・減量化対策

建設副産物 青森県建設リサイクル推進行動計画 に基づく減量化・リサ
イクルを推進する。

りんごの搾りかす 将来的に ％リサイクルをめざすこととし、活用事例等の情
報提供、流通システムの確立を図る。

ホタテの養殖・加工残
さ対策

養殖残さについては、地区別に適正処理を図るとともに、加工
残さについては、貝殻のリサイクルを促進する。

下水汚泥対策 下水汚泥については、減量化（焼却）と焼却灰の資源化（有効利
用）の促進を図る。

農業用廃プラスチック
処理対策

全市町村において、農協を中心とした回収体制を強化・整備す
る。

家畜ふん尿対策 家畜ふん尿処理施設整備等を推進し、家畜ふん尿の 野積み 素
掘り の解消を図る。

稲わら焼却防止対策 稲わら焼却防止の啓発活動等を推進し、稲わら焼却面積の減少
を図る。

ダイオキシン・環境ホ
ルモン対策

市町村一般廃棄物処理施設の広域化を進めるとともに、生活環
境モニタリングを実施する。

産業廃棄物処理施設設
置対策

県内 ブロックそれぞれにおいて、最終処分場等を適正に確保
する。

十和田湖・陸奥湾水質
対策

下水道等汚水処理施設の整備の推進、汚染防止に関する普及啓
発活動等の実施により水質の改善を図る。

低公害車の導入 県の公用車への低公害車の導入を促進する。

白神山地の保全 白神山地ビジターセンターを拠点とした自然観察及び体験学習
等各種啓発活動を実施し、白神山地保全に関する意識を高める。

野生動植物の生息・生
育環境の保全

青森県レッドデータブック を基礎として、追跡調査による
状況変化の把握と保護対策を実施する。

自主的・主体的な景観
形成活動の推進

景観形成に関する普及啓発を図るとともに各地域における景観
形成の取組みを支援する。

多自然型川づくりの適
切な推進

河川整備に当たって、住民の意見を反映させるとともに、治水、
利水だけでなく環境にも積極的に配慮した河川整備を図る。

汚水処理施設の整備 青森県汚水処理施設整備構想 に基づき、公共下水道、農業
集落排水及び漁業集落排水の整備を進める。

青森県地球温暖化防止
計画の推進

地球温暖化防止に向けて、県民・事業者・行政が一体となった
取組みを推進する。

環境教育・学習の推進
とパートナーシップの形
成

環境保全に主体的に取組む態度を育成する学校教育を推進する
とともに、あおもり地球クラブを通じて環境活動等の情報提供
及び環境学習機会提供を行う。
また、各主体のパートナーシップ形成のための自主的な環境活
動を行うセンター的機能の構築をめざす。

施 策 項 目 主 な 取 組 み 内 容



保全地域の指定及び保全計画の策定

自然環境が優れた状態を維持している森林、河川及び海岸の区域のうち、特

に重要な区域を保全地域として指定します。

当該区域では、特定行為を届出してもらい、指導等により保全上適切な方向

への誘導を図ります。

また、保全地域の保全を一層促進するために保全計画を策定します。

森と川と海の一体的な保全・創造施策の推進

森林の適正な維持・管理を推進します。

ブナ、ヒバ等の郷土樹種の植栽

第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

本県では、地域に根ざした生活と文化の源である森と川と海の密接なつながり

を踏まえ、これを一体のものとして保全し、創造するため平成 年 月に ふる

さとの森と川と海の保全及び創造に関する条例 を制定しました。

この条例は、森林、河川及び海岸を農林水産業の生産活動や人の生活と結び付

いて地域文化を形成する基盤として位置付け、これを ふるさとの森と川と海

として一体的に保全、創造しようとするものです。

このため、ふるさとの森と川と海が すべての人の参加の下にできる限り自然

の状態で維持されること を基本とし、総合的に施策を推進します。

条例では 保全 と 創造 を次のように位置付けています。

保全 現存するふるさとの森と川と海の自然を適正に維持することです。

また、適切に手を加えることによって自然の状態が維持されることも

あるため、人為的に破壊され、又は自然災害により損傷を受けたふる

さとの森と川と海の修復等の維持管理行為を含むものです。

創造 ふるさとの森と川と海をより豊かにし、より豊かに感じられるよう

に積極的に整備することです。ただし、元々そこにない状態を創り出

すことではなく、過去を考察しながら本来あるべき姿に再生するなど

現在のふるさとの森と川と海をより良い新たな状態にすることです。

条例に係る主な施策は次のとおりです。



森林の適正な間伐や保育の推進

魚つき保安林の指定の推進

自然豊かな川づくりや海岸づくりを推進します。

地域の環境特性に配慮した多自然型川づくりや海岸づくりを実施

自然再生事業への取り組み

人と自然との豊かなふれあいの確保を図ります。

特に子どもたちが自然とふれあい、遊び、体験ができる環境の創出

啓発

森と川と海のつながりや人の生活との関わり等への関心と理解を深めるた

め、学習の機会の提供、教育用の資料の提供などを行います。

ふるさと環境守人の委嘱

ふるさと環境守人による巡視・啓発活動を実施します。

民間団体等の活動を促進

県民、 法人その他の民間団体等の活動が促進されるような措置を講じま

す。

県として上記施策を推進するとともに、次のとおり森・川・海に関わる国の関

係機関等とも連携して施策に取り組むことにより、彩りある美しく安全な県土の

実現を目指しています。

林野庁東北森林管理局青森分局、国土交通省東北地方整備局及び水産庁増殖

水産部と県の 者で 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する

覚書 を締結（平成 年 月）

北海道・北東北知事サミットで北東北三県が ふるさとの森と川と海 を守

るという共通理念に立って連携して取り組むことで合意（平成 年 月）



第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

図 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例の体系

基本思想
ふるさとの森と川と海が、農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化
を形成していることにかんがみ、これを一体的に保全し、及び創造すること。

基本思想
ふるさとの森と川と海が、農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化
を形成していることにかんがみ、これを一体的に保全し、及び創造すること。

前 文前 文

第 章 総則第 章 総則

目的（第 条）目的（第 条） 本県の森林、河川及び海岸（以下 ふるさとの森と川と海 という。）
が、農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化を形
成していることにかんがみ、ふるさとの森と川と海の保全及び創造
に関する県、県民及び事業者の責務を明らかにし、ふるさとの森と
川と海の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めるとと
もに、ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する措置について
必要な事項を定めることにより、ふるさとの森と川と海の保全及び
創造を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ
とを目的とする。

県の責務（第 条）

総合的かつ広域的な
施策の策定及び実施

県の責務（第 条） 県民及び事業者の責務（第 条・第 条）

ふるさとの森と川と海の保全及び創造への取組
の努力、県が実施する施策への協力の努力

県民及び事業者の責務（第 条・第 条）

第 章 ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する基本方針（第 条）
すべての者の参加の下にふるさとの森と川と海ができる限り自然の状態で維持され
ることを基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。

基本構想
保全地域に関する基本的な事項
その他重要事項

第 章 ふるさとの森と川と海保全地域

保全地域の指定（第 条） 保全計画（第 条） 特定行為の届出（第 条）

特定行為に係る指導等（第 条） 無届特定行為者に係る措置（第 条）

第 章 ふるさとの森と川と海保全地域

第 章 ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する施策

ふるさとの森と川と海の保全及び創造に資する施策（第 条） 啓発（第 条）

ふるさと環境守人（第 条） 民間団体等の自発的な活動の促進（第 条）

市町村への支援（第 条） 財政上の措置（第 条）

第 章 ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する施策

第 章 雑則

国への要請等（第 条） 施行事項（第 条）

第 章 雑則



地球温暖化問題の深刻化を背景として （気候変動枠組条約第 回締約国

会議）での京都議定書の採択、地球温暖化対策推進法の施行等国内外における対

策の枠組みが整いつつある中、地球温暖化対策を地域レベルにおいて計画的、体

系的に推進するため、平成 年 月 青森県地球温暖化防止計画 を策定しまし

た。

本計画では県民・事業者・行政のパートナーシップのもと地球温暖化対策を進

めていくことにより、青森県における 年の温室効果ガス排出量を 年比で

％削減することを目的としています。

年度に青森県内から排出された温室効果ガスは約 千トン と推

計されています。この量は 年度と比較して ％増加しています。

また、平成 年 月に、県民、事業者、有識者等からなる「青森県地球温暖化

対策推進委員会」を設置したところであり、計画の推進状況の評価とともに、具

体的な推進方策の検討を行い、目標達成に向けて計画を推進していくこととして

います。

図 年の予測排出量と目標削減量



第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

図 青森県地球温暖化防止計画における温室効果ガス削減シナリオ

図 地球温暖化防止対策の体系

基本メニュー

既に計画・実施されている対策の徹底
経団連環境自主行動計画等業界団体
の計画
改正省エネ法の適用
青森県地域新エネルギービジョンの
推進

千トン削減千トン削減

県民等自主行動ポテンシャル

県民・事業者の取組の促進
エコドライブの実践
エコライフの実践
エコオフィスの実践

千トン削減千トン削減

政策的削減ポテンシャル

青森県の地域特性から特に積極的に取
り組むべき対策を推進
建築物の断熱化推進
コージェネレーション（熱電併給シ
ステム）の普及

千トン削減千トン削減

森林による二酸化炭素の吸収

青森県の地域特性の一つである森林の
育成による対策
植林による 吸収量を算入

千トン吸収千トン吸収

将来予測値（ 年）から

年比 ％）

将来予測値（ 年）から

年比 ％）

二酸化炭素排出抑制対策
【発電等部門対策】

新エネルギーの導入等による排出係数
の低減

【運輸部門対策】
低公害車の普及 物流効率の向上
エコドライブの普及等

【廃棄物部門対策】
廃棄物の発生抑制
リサイクルの推進等

【産業部門対策】
省エネ型生産構造への転換
環境マネジメントシステムの導入等

【民生部門（家庭・オフィス）対策】
省エネ型ライフスタイルへの転換
省エネ型機器の購入
省エネ型事業活動の推進
建物の断熱化
コージェネレーションの導入
新エネルギーの利用等

その他の温室効果ガス対策

【メタン・一酸化二窒素対策】
エネルギー消費量の削減
農業部門対策 廃棄物部門対策

【代替フロン等対策】
代替フロン等の回収、適正処理
代替物質の利用

森林による二酸化炭素吸収対策

計画的な植林等森林の保全・整備
都市の緑化、木材資源の活用等

普及・啓発等の推進（共通対策）

環境教育・学習、普及啓発活動の推進
地域の環境保全活動の促進等



県では、組織として環境保全に対する取組みを、より確実、有効なものとす

るために、環境マネジメントシステムを導入し、平成 年 月、 の

認証を取得しました。

今日の環境問題は、日常生活や事業活動と密接に関連しており、その解決に

向けては社会全体での取組が求められていますが、事業者においても日常の事

業活動を行いつつ、事業活動から生ずる環境への負荷を継続的に改善していく

仕組みである環境マネジメントシステムの導入が求められています。

このため、我が国においても事業者による環境マネジメントシステムの国際

規格である の認証取得の動きが活発化しており、自治体にも認証取

得の動きが広がっています。

このような中、平成 年 月に開催された北東北三県知事サミットにおいて

青森、岩手、秋田の三県が 連携して の認証取得に向け取り組む

ことが合意され、本県でも平成 年 月より青森県環境マネジメントシステム

を運用し、平成 年 月に の認証を取得しました。

平成 年度には環境マネジメントシステムに基づき 件の環境目的・目標

を設定し、そのうち 件が目標を達成しました。また、目標達成に至らなかっ

た 件については、それぞれ、目標達成に向けて是正措置がとられました。

また、環境マネジメントシステムの構築に向けた事業者に対する支援として、

平成 年度より事業者向けセミナーの開催や環境マネジメントシステム導入マ

ニュアルの配布を行っています。

さらに、商工労働部においては、専門家派遣事業の中で の認証取得を促

進するため、財団法人 あおもり産業総合支援センターを通じて専門家の派遣

を受ける企業に対し、費用の一部を助成しています。

環境マネジメントシステムの導入

地球にやさしい青森県行動プラン

平成 年 月に施行された地球温暖化対策推進法では地方公共団体に対して



自らの事務・事業における温室効果ガス排出量の削減を目的とした実行計画の

策定を義務付けています。

県では平成 年 月に知事部局を対象として 青森県環境保全率先行動計画

を策定し、自らの環境負荷低減に向けた取組を進めてきたところですが、地球

温暖化対策推進法に基づく実行計画として、内容の充実強化とともに新たに対

象範囲を県の全ての機関に拡大し、平成 年 月に新たな行動計画となる 地

球にやさしい青森県行動プラン を策定しました。

本プランでは県の事務・事業から排出される温室効果ガスの排出量を、平成

年度を基準として平成 年度までに ％削減することを目標としており、省

エネルギー・省資源対策のほか、物品等の調達に当たっての配慮、廃棄物の減

量化・リサイクル・適正処理等を推進することとしています。

さらに、 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （グリーン購

入法）が平成 年 月に全面施行されたことを受け、平成 年度より 青森県

環境物品等調達方針 を策定し、本プランで優先的購入に取り組んできた物品

等に加え、国がグリーン購入法に基づき特定調達品目として定めた物品、役務、

設備、公共工事も新たに対象として、これらの調達に取り組んでいます。

なお、知事部局及び公営企業局の本庁においては、 環境マネジメ

ントシステムのオフィス活動における行動計画として位置付けています。
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表 地球にやさしい青森県行動プラン 平成 年度実績

取組項目
個別目標値

実 績
基準年（ 年度） 年度 基準年比

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

対

策

電気（ ）
％削減

％

重油（ ）
％削減

％

灯油（ ）
％削減

％

都市ガス（ ）
％削減

％

（ ）
％削減

％

軽油（ ）
％削減

％

ガソリン（ ）
％削減

％

ジェット燃料（ ）
％削減

％

省
資
源
対
策

水（ ）
％削減

％

用紙（枚）
％削減

％

物

品

調

達

グリーン調
達率（特定
調達品目）

用 紙 類 ％
文 具 類 ％
機 器 類 ％

機 器 ％
家 電 製 品 ％
照 明 機 器 ％
制服 作業服 ％
カーテン 毛布 布団 ％
絨毯 カーペット ％
ベットフレーム マットレス ％
作 業 手 袋 ％
そ の 他 ％
自 動 車 ％

外注印刷物の判断基準達成率 ％

廃棄物
廃棄物排出量（ ）

％削減
％

温室効果ガス総排出量 約 千トン 約 千トン ％

取組項目
個別目標値

実 績
基準年（ 年度） 年度 基準年比

物品調達に係る各項目については 年度からの集計
廃棄物排出量は本庁舎分



青森県、岩手県及び秋田県の北東北の知事が一堂に会し、共通の政策課題等に

ついて意見交換を行うことにより、相互の連携及び交流の促進を図り、もって本

地域の発展に資することを目的に、平成 年度から北東北三県知事サミットが開

催されています。

平成 年度の第 回知事サミットからは、さらに北海道も加わり 道県の知事

サミットとして開催されています。
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表 知事サミット開催概要（関係分）

サ ミ ッ ト 名 開催時期 開 催 地 テ ー マ
環境関連

合意事項数

第 回北東北知事サミット（三県） 岩手県滝沢村 環境 項目

第 回北東北知事サミット（三県） 青森県黒石市 食料・子ども 項目

第 回北海道・北東北知事サミット 岩手県花巻市 循環型社会の
形成に向けて 項目

第 回北海道・北東北知事サミット 秋田県小坂町 世紀型の健康 項目

サ ミ ッ ト 名 開催時期 開 催 地 テ ー マ
環境関連

合意事項数



表 知事サミット合意事項一覧

第 回北東北知事サミット合意事項

三県の連携・協力に向けた
仕組みづくり

北東北環境フォーラム の設置
共同研究開発に向けた仕組みづくり
環境情報ネットワークシステムの構築

環境教育・自然とのふれあ
いの推進

子ども環境サミット の開催
児童向け啓発冊子の作成等
自然とのふれあい促進

中山間地域の維持と 環境
の世紀 にふさわしい産業の
確立

公益的機能の保持と国民的なコンセンサスの形成
環境調和型産業の振興
持続可能な森林経営に向けた調査・研究
多自然居住地域の形成

北東北の恵まれた自然環境
の保全・創造

緑のグランドデザイン の策定
十和田湖の水質保全対策の推進

ゼロエミッション型社会の
構築

三県の率先行動
廃棄物の再資源化・再利用の促進

環境ホルモン等の環境問題
への対応

地球環境問題に関する共同研究等
いわゆる環境ホルモン等の化学物質に関する調査・研究

第 回北東北知事サミット合意事項（関係分）

産業廃棄物対策の広域的な
対応

広域的な産業廃棄物対策を推進するための体制整備
三県連携した産業廃棄物不適正処理の監視指導
災害廃棄物等に備えた県境を越えた広域的な処理体制の構築
県境地域における不法投棄等情報ネットワークの構築
不法投棄等に関与する隣県の業者、施設等への立入調査等の連携

第 回北海道・北東北知事サミット合意事項（関係分）

水と緑を守る条例の整備
への取組みと税制研究

森や川、海などにかかわる環境保全に関する条例の整備
諸施策の財源確保等に係る新税の創設に関する共同研究

二酸化炭素削減目標への対
応

二酸化炭素排出量及び吸収量の算定手法、削減対策の効果を
検証する手法等に関する調査研究

農業用廃プラスチック問題
への対応

農業用廃プラスチックのリサイクルの推進のための情報交換、
共同の取組

食品廃棄物のリサイクル問
題への対応

食品廃棄物の処理体制、リサイクル手法等の検討、情報ネッ
トワークの構築

地域資源のエネルギーとし
ての有効利用

地域資源を活用したバイオマスエネルギーに係る研究情報の
交換や成果の共有化、共通課題の解決に向けた取組

経済的手法等の活用による
産業廃棄物対策

産業廃棄物税や搬入課徴金による経済的手法を活用した制度
整備、県外搬入事前協議の義務化等の取組

第 回北海道・北東北知事サミット合意事項（関係分）

十和田湖水質・生態系改善
行動指針 に基づく取組の強化 汚濁負荷削減のための調査研究を行うなどの取組を推進

経済的手法等の活用による
産業廃棄物対策

産業廃棄物の埋立量に応じて課税する枠組みのもと、産業廃棄物減
量化・リサイクル促進税制に係る制度の整備を平成 年度中に行う

搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度の整備を
平成 年度中に行う

第 回北東北知事サミット合意事項

第 回北東北知事サミット合意事項（関係分）

第 回北海道・北東北知事サミット合意事項（関係分）

第 回北海道・北東北知事サミット合意事項（関係分）



近年、環境問題への住民の関心が高まってきており、循環型社会の形成に向

け、産業廃棄物の発生抑制やリサイクルの促進が強く求められていること、ま

た、県外からの産業廃棄物の流入に対しては、最終処分場がひっ迫しているこ

とや不法投棄につながる懸念があること等から、その抑制が強く求められてい

ます。

このような状況を踏まえ、産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利

用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるため、平成 年

月に 青森県産業廃棄物税条例 を制定しました。

この産業廃棄物税は、都道府県が独自に実施する法定外目的税ですが、産業

廃棄物が広域的に移動することや不適正処理があった場合には環境への影響が

広範囲に及ぶことなども考慮し、岩手県及び秋田県と連携して、同一の課税の

仕組みにより実施するものです。
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循環型社会の構築に向け、廃棄物の発生抑制、リサイクルの促進が強く求めら

れており、また、県外からの産業廃棄物の流入に対しては、不法投棄につながる

懸念があること等から、その適正処理が求められています。

このような状況の中、平成 年 月に開催された北海道・北東北知事サミット

において、北東北 県で取り組む広域的な産業廃棄物対策の一つとして、 産業

廃棄物の発生抑制を図り、リサイクルを促進するとともに県外からの産業廃棄物

の流入を抑制するため、産業廃棄物税や搬入課徴金（環境保全協力金）による経

済的手法を活用した制度の整備、搬入事前協議の義務化などに向け、共同歩調に

よる取組みを進める ことが合意されました。

さらに導入する制度の枠組みについて、 県で検討を進めた結果、平成 年

月の知事サミットにおいて、平成 年中に制定することが合意され、本県におい

ては、平成 年 月に 青森県産業廃棄物税条例 及び 青森県県外産業廃棄物

の搬入に係る事前協議等に関する条例 を制定しました。

青森県産業廃棄物税条例



納める人

産業廃棄物の最終処分を委託した事業者又は自ら設置する最終処分場で最終

処分を行う事業者の方です。

課税の対象

産業廃棄物の最終処分場に搬入される産業廃棄物の搬入量に応じて課税しま

す。

税率

最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量 トンにつき 円です。

徴収の方法

最終処分業者の方が産業廃棄物の搬入量に応じて税を徴収し、申告納入しま

す。

また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行う場合には、最終処分を行う

事業者の方が申告納付します。

納税の時期

最終処分場に産業廃棄物が搬入された日の翌月末日

税収の使途

産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利用その他適正な処理の促進

に関する施策に要する費用に充てます。

条例の施行日

平成 年 月 日から施行し、同日以後に行う最終処分場への産業廃棄物の

搬入分から適用されます。

課税を行う期間

条例については、条例の施行状況や社会経済情勢の変化等も勘案し、必要が

あるときは、条例施行後 年を目途に見直しを行います。

産業廃棄物税条例の概要は次のとおりです。



図 産業廃棄物税の課税の仕組み
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納 税 義 務 者

納税義務者

最終処分の委託 処理の委託

最終処分の委託

課税対象 課税対象

特別徴収義務者
申告納入

自ら最終処分

課税対象

申告納付

処理の委託

自ら最終処分

課税対象

申告納付

課税対象 課税対象

申告納入

課税対象

申告納付

課税対象

申告納付

最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託する場合

事業者（中間処理業者を含む）が自ら設置する最終処分場で産業廃棄物の最
終処分を行う場合

排出事業者が自ら設置する最終処分
場で産業廃棄物の最終処分を行う場合
工業用水で一定のものを自ら工業の用

に供したことにより発生する汚泥及びこ
れを自ら処分した後の産業廃棄物を除き
ます。

中間処理業者が処理の委託を受けた
産業廃棄物の中間処理をして、自らが設
置する最終処分場で産業廃棄物の最終処
分を行う場合

最終処分業者が、最終処分の委託者から税を徴収し、県に申告納入します。

排出事業者

排出事業者が県に申告納付します。

最終処分業者の最終処分場

中間処理業者

県

中間処理業者が県に申告納付します。

中間処理業者

最終処分場

県

排出事業者

排出事業者

最終処分場

県



青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 は、県外産

業廃棄物の適正処理の推進と生活環境の保全を図ることを目的に、

事業者に対して、県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入しようとす

るときに、あらかじめ、当該県外産業廃棄物の種類、量、搬入期間等につ

いて、その事業場ごとに協議を義務付けること

協議を行った事業者に対して、県外産業廃棄物の適正な処理の推進、環境

保全協力金の納付等必要な事項を内容とする協定の締結の申入れをするこ

とができること

を主な内容とし、平成 年 月 日から施行され、平成 年 月以後の県外産

業廃棄物の搬入について適用されます。

図 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等の流れ

青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

県外の産業廃棄物

協定の主な内容
適正処理の推進
環境保全協力金の納付

事 前 協 議事 前 協 議

協 議 成 立 協 定 の 締 結協 定 の 締 結

搬 入

環境保全協力金の納付環境保全協力金の納付

実 績 報 告

生活環境の保全に支障
があると認めるとき

指導及び助言
（勧告・公表）



県は、地域の産業蓄積を活かした環境産業の振興と、地域の独自性を踏まえた

廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進を通じて循環型社会の形成をめざすため、

あおもりエコタウンプラン を策定し、平成 年 月に国（経済産業省・環境

省）から承認を受けました。

本プランでは、八戸地域を資源循環型産業のモデル地域と位置付け、古くから

蓄積された金属溶融還元、金属精錬技術を活用して、ホタテ貝殻や一般廃棄物の

焼却灰等を安全な形で再資源化することにより、水産資源を育成するための魚礁

や天然砂利と同等の品質の人工砂利（人工スラグ）を生産する 焼却灰・ホタテ

貝殻リサイクル事業 などに取り組むこととしており、廃棄物を出さないゼロエ

ミッションシステムの確立をめざしています。

この取り組みにより、本県の産業特性により発生するホタテ貝殻のリサイクル

が促進されるとともに、一般廃棄物の焼却灰の再資源化による最終処分量（埋立

量）の削減が図られることになります。また、天然砂利の採取による自然破壊の

防止にも資することとなります。

県では、平成 年 月に エコタウンフォーラム 環境シンポジウム 青森

を開催するなど、本プランの周知・ に努めているほか、新たなリサイクル技

術の確立を図るため、平成 年度から 知 の結集プロジェクト研究推進事業と

して、スラグの高付加価値化や液晶などフラットパネルディスプレイ（ ）の

リサイクル技術の研究開発を産学官共同で実施するなど、本プランの着実な推進

に向けて取り組んでいます。
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図 あおもりエコタウンプランフロー（完全リサイクルによる廃棄物ゼロモデル）

東北東京鉄鋼

廃自動車 廃家電 廃プラ
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設備
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リサイクル施設
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電炉設備

鉄類

【カーボン】（電炉原燃料）

棒鋼 非鉄金属 海洋資材 建設資材

焼却灰 ホタテ貝リサイクル施設

八戸製錬
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廃自動車シュレッダーダスト



都市・生活型公害及び地球環境問題に象徴される現在の環境問題は、我々の日

常生活及び社会経済活動に深く関わっているため、個人、企業、団体等社会を構

成するあらゆる主体が、それぞれの役割を理解し、環境に配慮した取組を積極的

に推進する必要があります。

このため、県民に対する環境保全に関する知識の普及・啓発及び地域住民が行

う環境保全のための実践活動に対する支援等により、県において、環境の保全を

図ることを目的として、平成 年 月に 億円の国庫補助を得て、 億円の 青

森県環境保全基金 を設置しました。

その後、平成 年 月に 億円、平成 年 月に 億円、平成 年 月に 億

円、平成 年 月に 億円を積み増して総額 億円とし、その運用益を財産とし

た事業の充実・拡大を図り、地域に根ざした様々な環境保全活動を展開していま

す。

平成 年度及び平成 年度における環境保全基金事業は、表 及び表

のとおりです。

第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進



表 平成 年度環境保全基金事業一覧

事 業 名 事 業 概 要

環境美化推進事業
環境美化意識の高揚を図るためのゴミ等の適正処理のキャンペー
ン実施

十和田湖水質改善事
業

十和田湖の水質と生態系の評価並びに水質・生態系改善施策の施
行管理、十和田湖環境保全会議の開催

大気環境保全啓発事
業

大気環境保全の意義の周知、地域環境問題及び地球環境問題に関
する情報提供

生活排水対策県民啓
発事業

保健所職員研修会、一般住民への講習会開催、むつ湾アクアフレッ
シュ協議会開催、生活排水対策重点地域指定調査実施

こどもエコクラブ活
動促進事業

指導者の育成、北東北子ども環境サミットへの派遣支援の実施

エコ商店街形成モデ
ル事業

商店街等において実施する、環境に配慮した事業に対して、エコ
商店街形成モデル事業費補助金の交付

北東北三県環境副読
本共同作成事業

小学校 年生を対象とした環境副読本及び教師用手引書を北東北
三県共同で作成、配布

地球温暖化防止行動
推進事業

青森県地球温暖化防止計画の進行管理等、地球温暖化防止活動推
進員研修事業育成、地球温暖化防止月間シンポジウムの開催

事 業 名 事 業 概 要

表 平成 年度環境保全基金事業一覧

事 業 名 事 業 概 要

環境美化推進事業
環境美化意識の高揚を図るためのゴミ等の適正処理のキャンペー
ン実施

十和田湖水質改善事
業

十和田湖の水質と生態系の評価並びに水質・生態系改善施策の施
行管理、十和田湖環境保全会議の開催

大気環境保全啓発事
業

大気環境保全の意義の周知、地域環境問題及び地球環境問題に関
する情報提供

生活排水対策県民啓
発事業

保健所職員研修会、一般住民への講習会開催、むつ湾アクアフレッ
シュ協議会開催、生活排水対策重点地域指定調査実施

こどもエコクラブ活
動促進事業

指導者の育成、活動資材の提供等、北東北子ども環境サミットへ
の派遣支援を実施

ごみゼロ商店街形成
モデル事業

商工会議所、商工会、商店街振興組合等を対象として、ごみの減
量化・リサイクルの取組をモデル的に進めるための経費を補助

北東北三県環境副読
本共同作成事業

小学校 年生を対象とした環境副読本及び教師用手引書を北東北
三県共同で作成、配布

地球温暖化防止行動
推進事業

青森県地球温暖化防止計画の進行管理等、地球温暖化防止活動推
進員研修事業育成、地球温暖化防止月間シンポジウムの開催

アイドリング・ス
トップ推進事業

運輸業界団体等で構成する アイドリング・ストップ推進連絡会議
の運営、アイドリング・ストップ・ステッカー等の作成・配布

事 業 名 事 業 概 要



環境影響評価（環境アセスメント）は、環境に影響を及ぼす事業について、

その実施前に、事業者自らが環境影響を調査・予測・評価することを通じ、環

境保全対策を検討するなど、その事業を環境保全上より望ましいものとしてい

く仕組みです。

第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

環境影響評価

環境影響評価制度の経緯

環境影響評価は、 年にアメリカで制度化されて以来、世界各国で制度化

が進展し、我が国においては、昭和 年に、 環境影響評価要綱 が閣議決定

され、これに基づいて総合的な国の環境影響評価制度が実施されてきました。

その後、平成 年の 環境基本法 の制定を契機に、制度見直しの検討が開

始され、平成 年 月に 環境影響評価法 が制定され、平成 年 月 日か

ら施行されています。

本県においては、平成 年 月から施行した 青森県環境影響評価要綱 に

基づき、環境影響評価制度を実施してきましたが、環境影響評価法の施行を契

機に環境影響評価を事業者の法的義務とするとともに住民関与の機会を拡大す

るなど制度の見直しを行い、平成 年 月に 青森県環境影響評価条例 を制

定し、平成 年 月 日から施行しています。

環境影響評価の実施状況

環境影響評価法、青森県環境影響評価条例等に基づき、各種開発事業等の実

施に際し、公害の防止や自然環境の保全について適切な配慮がなされるよう、

環境影響評価の審査指導を行いました。



表 環境影響評価の審査指導状況（ 年度）

根拠法令等 事 業 名 等
方
法
書

準
備
書

評
価
書

環境影響評価法 東通原子力発電所 ・ 号機新設



第 種事業 第 種事業

判 定

意 見

アセス必要

アセス不要

事
業
概
要
の
届
出

公告 縦覧

方法書の作成 方法の決定

意 見

公 表 意 見

意 見

意 見

公告 縦覧

準備書の作成 準備書の修正

意 見

公 表 意 見

意 見

意 見

説明会

公聴会

評価書の作成

公告 縦覧

評価書の補正

意 見

許認可の申請

公告 縦覧

事後調査報告書

評価書の内容への配慮判 定

第 種事業 第 種事業

アセス必要

アセス不要

意 見

公告 縦覧

方法書の作成 方法の決定

公 表 意 見

意 見

意 見

公告 縦覧

準備書の作成

説明会

公 表

準備書の修正

意 見

意 見

意 見

意 見

公聴会

意 見

公告 縦覧

評価書の作成 評価書の補正

意 見

公告 縦覧

許認可の申請 事後調査報告書

評価書の内容への配慮

図

環
境
影
響
評
価
の
手
続
き

環
境
影
響
評
価
の
手
続
き

第 種事業は必ず環
境影響評価を行うが、
それより規模が小さい
第 種事業は環境影響
評価を行う必要がある
かどうかを個別に判定
します。

事業者は環境影響評価を行
う方法を記載した方法書を作
成して公告・縦覧し、これに
ついて環境保全上の意見を有
する方は誰でも意見を述べる
ことができます。
知事は、住民の方々の意見
に配慮し、市町村の意見や専
門家で構成する審査会の意見
を聴いた上で、方法書につい
て意見を述べます。

住民の方々や知事の意見を受けて、事業
者は環境影響評価の方法を決定し、環境影
響評価を実施した後、その結果をまとめた
準備書を作成します。
事業者は準備書を公告・縦覧し、これに

ついて環境保全上の意見を有する方は誰で
も意見を述べることができます。
知事は、住民の方々の意見に配慮し、市

町村の意見や専門家で構成する審査会の意
見を聴き、必要に応じて公聴会を開催した
上で、準備書について意見を述べます。

住民の方々や知事の意見
を受けて、事業者は準備書
の内容を再検討し、必要に
応じ追加調査等を行い、準
備書を修正して評価書を作
成します。
知事は、評価書について

意見を述べ、これを受けて
事業者は評価書の内容を修
正して最終的な評価書を作
成し、公告・縦覧します。

事業の実施に当たって
許認可等を行う場合は、
評価書の内容に配慮する
ことにしています。
また、工事中や施設の

完成後に実際に環境へ与
える影響が環境影響評価
の結果のとおりになって
いるかどうかについて事
後調査を行うことにして
います。

事

業

者

知

事

市
町
村

住

民

審
査
会

対象事業の決定） 環境影響評価の方法の決定） 環境影響評価の実施） 最終的な取りまとめ） 事業内容への反映）



表 青森県環境影響評価条例の対象事業の規模要件（概要）

第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

事 業 の 種 類 第 種 事 業 第 種 事 業

道路

国道、県道、市町村道等 車線以上・長さ 以上 車線以上・長さ

林道 幅員 以上・長さ 以上 幅員 以上・長さ

トンネルの建設 車線以上・掘削量 万 以上

ダム、堰、河川工事

ダム、堰 貯水面積 以上 貯水面積

湖沼開発・放水路 土地改変面積 以上 土地改変面積

鉄道、軌道

普通鉄道・軌道 長さ 以上 長さ

トンネルの建設 掘削量 万 以上

飛行場

滑走路の新設 滑走路長 以上 滑走路長

滑走路の延長 延長 以上 延長

発電所

水力発電所 出力 万 以上 出力 万 万

火力発電所 出力 万 以上 出力 万 万

地熱発電所 出力 万 以上 出力 万 万

廃棄物処理施設

焼却施設 焼却能力 日 以上

し尿処理施設 処理能力 日 以上

処理施設 すべて

最終処分場 すべて

公有水面の埋立干拓 面積 超 面積

土地区画整理事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

新住宅市街地開発事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

工場事業場用地造成事業 面積 以上（工業専用地域 以上）面積 （工業専用地域）

新都市基盤整備事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

流通業務団地造成事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

宅地造成事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

農用地造成事業 面積 以上（山林原野 以上）面積

工場・事業場

排ガス量 万 以上 万 万

排水量 平均 万 日以上 平均 万 日 万 日

下水汚泥の焼却施設 焼却能力 日 以上

畜産施設

牛 飼育数 頭以上

豚 飼育数 頭以上

鶏 飼育数 羽以上

ゴルフ場・レクリエーション施設等

ゴルフ場 ホール以上

レクリエーション施設等 面積 以上 面積

土石の採取 面積 以上 面積

建築物の新築 高さ 以上 高さ

事 業 の 種 類 第 種 事 業 第 種 事 業



公害防止計画は、現に公害が著しい、または人口や産業の集中等により公害

が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じな

ければ、公害の防止を図ることが著しく困難である地域について、内閣総理大

臣からの指示により、関係都道府県知事が策定する地域計画であり、平成 年

度末現在、全国 都道府県 地域において公害防止計画が策定されています。

本県においては、八戸地区新産業都市及び八戸地方拠点都市の中核都市であ

る八戸市の区域について、昭和 年度に第 次地域として計画を策定して以来、

期 年間にわたって公害防止計画を策定し、総合的な公害対策事業を推進し

てきました。

しかし、依然として一部環境基準を達成できない項目があるなど、引き続き

総合的な公害防止対策を講ずる必要があるため、平成 年 月に第 期公害防

止計画を策定しました。

第 期公害防止計画の概要については、表 、また、地方公共団体

等に係る計画事業費及び事業者に係る計画事業費については、それぞれ表

、表 のとおりです。

公害防止計画の概要



表 八戸地域公害防止計画の概要

第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

計 画 名 八戸地域公害防止計画

地 域 の 範 囲 八戸市の区域

計画同意の年月日 平成 年 月 日

計 画 期 間 平成 年度 平成 年度

地 域 の 人 口 千人（平成 年 月 日）

地 域 の 面 積

計

画

の

目

標

大 気 汚 染 環境基準

水 質 汚 濁

土 壌

騒 音

振 動 大部分の地域住民が日常生活において支障のない程度

悪 臭 感知しない程度

地 盤 沈 下 地盤沈下を進行させないこと

主

要

課

題

計

画

の

交 通

公 害 対 策
主要幹線道路沿道の騒音の防止を図る

河口海域の

水質汚濁対策
河口海域の に係る水質汚濁の防止を図る

廃棄物・リサ

イクル対策

事業者及び住民等すべての主体の参加による廃棄物・リ

サイクル対策を推進し、環境への負荷の低減を図る

計 画 名

地 域 の 範 囲

計画同意の年月日

計 画 期 間

地 域 の 人 口

地 域 の 面 積

計

画

の

目

標

大 気 汚 染

水 質 汚 濁

土 壌

騒 音

振 動

悪 臭

地 盤 沈 下

主

要

課

題

計

画

の

交 通

公 害 対 策
河口海域の

水質汚濁対策
廃棄物・リサ

イクル対策



表 地方公共団体等に係る計画事業費

（単位 百万円）

区
分 事 業 名

計画事業費
年度

（ ）

年度
実 績

年度
実 績

合 計
（ ）

進捗率
（ ）
％

公

害

対

策

事

業

費

特
例
負
担
適
用
事
業

下水道終末処理場等

廃棄物処理施設

学校環境整備

公害対策土地利用

監視測定設備等

計

特
例
負
担
非
適
用
事
業

公共下水道（管渠）

流域下水道（管渠）

畜産経営環境整備

農業集落排水施設整備

合併処理浄化槽設置整備

公害保健対策（健康被害予防）

公害防止調査研究（赤潮対策等）

ごみ運搬用管理施設

その他

利子補給等

港湾環境整備（廃棄物埋立）

その他

計

合 計

公
害
関
連
事
業

公園緑地等整備（都市公園整備）

公園緑地等整備（港湾緑化）

交通対策（道路改良）

合 計

総 計

区
分 事 業 名

計画事業費
年度

（ ）

年度
実 績

年度
実 績

合 計
（ ）

進捗率
（ ）
％
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表 事業者に係る計画事業費

（単位 百万円）

事 業 名
計画事業費

年度
（ ）

年度
実 績

年度
実 績

合 計
（ ）

進捗率
（ ）
％

大気汚染防止施設

水質汚濁防止施設

騒 音 防 止 施 設

悪 臭 防 止 施 設

産業廃棄物処理施設

監視測定機器設備

土 地 又 は 建 物 等

その他の防止施設

合 計

事 業 名
計画事業費

年度
（ ）

年度
実 績

年度
実 績

合 計
（ ）

進捗率
（ ）
％



公害防止協定は、公害の防止を主な目的として地方公共団体又は地域住民と

企業との間で締結されるもので、協定書、覚書、確約書等その名称は様々です。

公害防止協定は、法律及び条例による一律的な規制に比べ地域の実情に即し

たきめ細かな公害防止対策が実施できること、法律や条例による規制だけでは

不十分と認められるときにそれを補完するものとして有効であることなどか

ら、その機能が重要視されて全国的に普及しています。

このことから、本県では、 青森県公害防止条例 、 青森県産業廃棄物最終

処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱 及

び 青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関する要綱 において、 事

業者は、公害の防止等に関する協定を締結するよう努めなければならない。

と規定しており、市町村に対して積極的に企業と公害防止協定を締結するよう

指導するとともに、県自ら、公害防止のため必要と認められる企業と協定を締

結しています。

公害防止協定の意義

公害防止協定の締結状況

県内の公害防止協定の締結件数は 件であり、このうち県、市町村及び企

業の三者が当事者となっているものが 件、市町村と企業が当事者となってい

るものが 件、地域住民等と企業が当事者となっているものが 件となって

います。（平成 年 月 日現在）



都市・生活型公害や廃棄物問題、身近な自然の減少、さらにはオゾン層の破壊、

地球温暖化など今日の環境問題は私たちの生活に深く関わっています。このよう

な環境問題に対する取組が成果をあげるためには、地域社会の合意形成が重要な

鍵となっています。すなわち、こうした問題の解決には、私たち一人ひとりが人

間と環境との関わりについて理解と認識を深め、環境に配慮した生活や行動をと

ることが必要となります。そのため、県及び市町村においては、普及・啓発を図

るため事業を展開しており、今後は、さらに環境情報の提供及び市民活動に対す

る支援等を通じ、広く環境保全の意識の普及啓発を図っていく必要があります。

また、環境教育・学習に関しては、地域、家庭、企業等さまざまな分野で環境

に対する理解を深め、環境保全行動を促していく施策の推進が望まれており、環

境基本法及び環境基本条例においても、環境保全に関する教育や学習を振興する

ことなどにより、住民の理解や環境保全活動実施の意欲の増進を図ることを定め

ています。

本県では、平成 年度から小学校 年生を対象とした環境教育副読本と教師用

手引書を作成し、県内全校に配布してきましたが、平成 年度版からは、本県、

秋田県及び岩手県が共同でこれらを作成し、三県の小学校 年生全員と担当教師

等に配布しています。

こどもエコクラブの活動支援として、サポーター・コーディネーター研修会を

開催するとともに、三県共同で平成 年度から 北東北子ども環境サミット を

開催しています。

また、県民の環境に対するニーズに的確に対応するため、平成 年 月に開設

した環境ホームページ エコ・ナビ・あおもり を運営するとともに、平成 年

月に あおもり地球クラブ を発足させ、自ら環境保全に向けて取り組もうと

いう意欲を持つ県民等を会員として募り、環境問題の現状、環境保全活動の状況

等に係る情報及び学習機会を提供することにより、県民等が自ら行う日常生活に

おける環境配慮行動や環境保全活動の促進を図っています。具体的には、エコラ

イフノートの配布、情報誌の発行、エコスクールの開催などを通じて、県民の環

境保全に向けた取組をサポートしています。
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表 平成 年度における普及啓発及び環境教育関連事業

普及啓発資料等

資 料 名 概 要 担当課名

ごみ探偵団が行く！ 小学生向けのごみの処理について解説した小冊子。 環境政策課

浄化槽の正しい使い方 浄化槽の維持管理について解説。

環境ホルモン こどもたちの明

るい未来のために

環境ホルモンを正しく理解するための啓発パンフ

レット。

今日からはじめよう、生活排水

対策！
生活排水対策の啓発パンフレット。

エコ・クッキング（台所からの

思いやり）

生活排水対策のための食生活の知恵が掲載されて

いる小冊子

環境副読本 まもろうみんなの地

球わたしたちのふるさと 及び同

教師用手引書（平成 年度版）

小学校 年生向けの環境副読本及び教師用手引書

を、青森県・秋田県・岩手県の北東北三県共同で

作成し、県内の小学校 年生全員に配布。

自然観察ガイドブック 県内 地域ごとに選定した自然観察コースのガイ

ドブック。
自然保護課

青森県の自然ビデオ 県内 地域の四季を収録したビデオの貸出し。

青森県の希少な野生生物 青森県

レッドデータブック及び同普及版

青森県内に生息・生育する野生生物について、絶

滅のおそれのある種についてとりまとめた冊子。

平成 年度森と川と海を結ぶ野生生

物・自然環境研究発表会研究集録

平成 年 月に行われた同発表会の要旨をとりま

とめた冊子。

資 料 名 概 要 担当課名

イベント、キャンペーン、コンクール等の実施

イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名

せせらぎウォッチング（水生生

物調査）

小学生等による身近な川での水生生物の調査（

団体、 人参加）
環境政策課

スターウォッチング（全国星空

継続観察）

大気環境保全の重要性を認識するための星空の観

察（延べ 団体、 人参加）

エコ・クッキング発表会 むつ湾アクアフレッシュ計画 事業の一環として、

家庭の台所からの生活排水対策に取組むため、ア

イディアの発表会を開催 （ 、発表 件）

地球温暖化防止シンポジウム 風のおくりもの と題して講演とパネルディスカッ

ションを実施。 （ 、弘前市、約 人参加）

イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名



第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進第 章 環境保全対策の総合的な取組の推進

イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名

あおもり地球クラブ あおもり地球クラブエコスクール開催。

第 回 古紙とリサイクル

（ 、八戸市）

第 回 野鳥と自然環境 （ 、黒石市）

第 回 白神山地・くろくまの滝エコトレッキ

ング （ 、鰺ヶ沢町）

第 回 縄文人の知恵・体感！

（ 、十和田市）

第 回 温暖化と私たちのくらし

（ 、むつ市）

第 回 グリーンコンシューマーは社会を変え

る （ 、青森市）

第 回 環境とクリーンエネルギー

（ 、青森市）

第 回 リサイクルで復活させる知恵

（ 、八戸市）

第 回 木を活かす！ 温もりのある暮らし

（ 、大鰐町）

第 回 北国の寒の知恵 氷温物語

（ 、青森市）

あおもり地球クラブニュース発行。

第 号（ ）、第 号（ ）

第 号（ ）、第 号（ ）

環境政策課

北東北子ども環境サミット

イン青森

青森県・秋田県・岩手県の 県合同で小学生及び

こどもエコクラブメンバーを対象に、将来的な循

環型社会の形成を目指し、現在の生活を見直す生

活環境型プログラムを体験するサミットを青森市

で開催（ ）

こどもエコクラブサポーター・

コーディネーター研修会

こどもエコクラブの推進及び活性化を図るため、

サポーター・コーディネーターの研修会を実施。

（ 、青森市）

地域セミナー 環境マネジメントシステム及び環境活動

評価プログラムについての講演、事例紹介、個別

カウンセリングを実施。

（ 、五所川原市・むつ市）

イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名



イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名

森と川と海を結ぶ野性生物・自

然環境調査研究発表会

自然環境や野生生物を対象とした発表会を実施。

（発表者 組、参加者 名）
自然保護課

ものを大切にするポスター募集 小・中学生を対象に ものを大切にする をテー

マとしたポスターの募集。

文化・スポー

ツ 振 興 課

緑の少年団交流集会 （社）青森県緑化推進委員会主催（県補助）で 地

域で開催。（計 回、 団体、 人参加）
林 政 課

森林・緑に関する標語募集 （社）青森県緑化推進委員会主催（県補助）で小・

中学生を対象に募集。（応募総数 校、 点）

水と緑の教育 小学校高学年を対象に、森・川・海のつながりや、

それぞれの果たす役割について学ぶ体験学習会の

ほか、大畑川小目名地区河川敷の清掃活動を実施

（ 、 名参加）

第 回愛魚週間 河川清掃、稚魚放流、体験学習、講演会、絵画・

標語募集、式典を実施。（ 、川内町、 人

参加）

水産振興課

森と湖に親しむ旬間 小泊、下湯、久吉、川内の各ダムにおいて、小学

生等を対象に森林教室やダム見学会等を実施。（

月開催、計約 人参加）

河川砂防課

学校週五日制対応事業 学校週 日制による休業日に自然体験活動などを

とおして心豊かでたくましい子どもを育てる。（計

回、 人参加）

教育庁生涯

学習課［青年

の家、少年

自 然 の 家］

友情のつどい・子どもの祭典 自然の中での集団宿泊や野外活動をとおして活き

る力を培う。（計 回、 名参加）

教育庁生涯学

習課［梵珠、種

差、下北少年

自 然 の 家］

イ ベ ン ト 名 概 要 担当課名



今日の環境問題を解決し、 持続可能な循環型社会の実現 をめざすためには、

県民、市民活動団体、事業者、行政などの各主体が、地域の環境に関する正確な

情報と基本的問題認識を共有し、解決のため取組に主体的に参画し、合意形成を

図りつつ、それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下で、相互に協力・連携し

ながら環境に配慮した活動や行動を実践していく広範かつ強力なパートナーシッ

プの形成が必要です。

そこで、県では、青森県環境計画及び青森県環境保全施策実行計画において 環

境教育・学習の推進とパートナーシップの形成 を重点施策として位置づけ、各

主体によるパートナーシップ形成のための自主的な活動を行うセンター的機能の

構築に向けた取組を進めています。

平成 年度には、地球にやさしいパートナーシップの形成に向けた調査研究

に、県職員による検討グループと とが協働して取り組み、報告書をまとめ

ました。

平成 年度は、この成果等を踏まえ、 環境パートナーシップセンター検討委

員会 において、県民・環境保全活動団体・事業者等が連携して環境保全活動に

取り組むための拠点となる 青森県環境パートナーシップセンター を県民が主

体となって設立するための具体的方策が検討・提案されました。

平成 年度には、これまでの検討の経緯を踏まえて 青森県環境パートナーシッ

プセンター が設立され、平成 年 月に特定非営利活動法人として認証されま

した。
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工場・事業場等の産業活動に起因する環境の汚染は、法体系の整備や公害防止

施設の整備などにより、全般的に改善の傾向を示していますが、都市化の進展と

ともに生活排水による水質の汚濁、廃棄物の不適正処理など、日常生活に密着し

た問題の発生とともに地球規模での汚染の広がりを見せています。

一方、生活が豊かになるにつれて、うるおいややすらぎのある、より質の高い

快適な環境を求める県民の意識も高まってきています。

このため、今後の環境行政の展開に当たっては、これらの問題点等に注目し、

問題の改善に向けて計画的、効果的に各種施策の推進を図る必要があります。

本県の大気環境は、概ね環境基準を達成し良好な状態にあります。しかし、首

都圏においては自動車排出ガスによる大気汚染が問題となっており、本県におい

ても自動車交通量の増加などに伴う自動車公害対策は重要な課題となりつつあり

ます。このため、自動車排出ガス測定局の整備を行い、監視体制の強化を図って

います。また、大気汚染防止とともに地球温暖化防止の対策でもある、アイドリ

ング・ストップの推進を行っています。

一方、全国的に、低濃度ではあるが多様な物質が環境大気中から検出されてお

り、その長期暴露による健康影響が懸念されていることから、国では、平成 年

月に大気汚染防止法を改正し、事業者に、これら有害大気汚染物質の排出抑制

のための取り組みを求めるとともに、地方公共団体には大気汚染の状況を把握す

るよう求めています。

県では、平成 年 月に国が示したモニタリング指針に基づき、平成 年度か

ら有害大気汚染物質のモニタリングを行っていますが、八戸地区において金属類

が高濃度で検出されていることから、今後も継続して調査を実施して状況を監視

していくこととしています。



本県の公共用水域における水質汚濁の状況は、工場・事業場の排水施設の整備、

下水道の普及等により改善されて来ていますが、一部の中小都市河川の水質は依

然として改善されない状況にあり、その原因の一つである生活排水対策への積極

的な取り組みが重要課題となっています。

水質汚濁防止法では、特に対策が必要な水域については、生活排水対策重点地

域に指定し、計画的な対策の推進を図ることとされており、県は平成 年 月に

新井田川河口水域に係る地域（八戸市）を、平成 年 月には古間木川流域（三

沢市）を生活排水対策重点地域に指定しました。

平成 年 月には三沢市が策定した 古間木川流域生活排水対策推進計画 の

推進を期するための目標値とすべく、環境基本法に基づく環境基準の類型指定を

行い、同時に青森市の人口密集地を流れ、生活排水による汚濁が問題となってい

る沖館川についても類型指定を行いました。しかし、いずれの河川も環境基準未

達成の状態が続いています。

抜本的な生活排水対策としては、下水道等の整備がありますが、その普及には

長い年月と莫大な費用を要することから、今後とも住民の水質保全意識の一層の

高揚を図り、行政と住民が一体となって取り組むことが必要となっています。そ

の一例として、県では閉鎖性水域である陸奥湾について、良好な水質環境を将来

にわたって維持していくために、むつ湾アクアフレッシュ事業 を展開しており、

各種啓発事業を行っています。

第 章 環境保全の主要課題と展望第 章 環境保全の主要課題と展望

近年の生活水準の向上、生活様式の多様化、さらには経済活動の拡大等により、

廃棄物の排出量の増加、質的多様化が進んでおり、今後ともこのような状況が続

くと、廃棄物の最終処分場のひっ迫化につながるおそれがあり、これまで以上に

不法投棄等の不適正処理が誘発されるなど、地域の生活環境の保全上大きな問題

となることが懸念されています。

このような状況に対処し、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な循環型社



一般廃棄物については、排出量の増加やごみ質の多様化に伴い、焼却処理に

よって発生するダイオキシン類の削減対策など、高度な中間処理技術が求めら

れているほか、最終処分場の新規設置も困難な状況となっています。

このため、処理施設とリサイクル施設の有機的・一体的整備を図りながら、

広域的な処理を進めるために、平成 年 月に策定した 青森県ごみ処理広域

化処理計画 に基づき、市町村による適正・効率的な施設整備を調整・誘導し

ているところです。

廃棄物の減量化・リサイクルについては、平成 年度から 容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進に関する法律 、いわゆる容器リサイクル法が完

全施行され、県内全市町村が容器包装の分別収集、リサイクルを実施しており、

平成 年度には約 万トンが収集され、約 万 千トンが再商品化されていま

す。

また、平成 年度からは 特定家庭用機器再商品化法 、いわゆる家電リサ

イクル法が本格的に施行され、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電 品

目については、家電小売店等を通じて指定引取場所に引き取られた後、製造事

業者等によりリサイクルされています。平成 年度には約 万 千台が県内

か所の指定引取場所において引き取られた後、家電リサイクルプラントでリサ

イクルされています。

このほか、空き缶等の散乱が全国的に大きな問題となっていることから、平

成 年 月に 青森県空き缶等散乱防止条例 を制定、平成 年 月から施行

し、 市町村の 地区を 空き缶等散乱防止重点地区 に指定するなど、環境

の美化を推進しています。

一般廃棄物対策

青森県廃棄物処理基本計画によると、事業活動に伴って発生する産業廃棄物

については、排出量は増加傾向にあるものの、減量化・リサイクルが進んでい

産業廃棄物対策

会を構築するためには、廃棄物の発生抑制、再生利用及び適正処理が極めて重要

であり、その推進が求められています。



ることから、最終処分量は大幅に減少しており、今後横ばいから微減状態にな

ると予想されています。

しかしながら、不法投棄やダイオキシン類の発生等廃棄物処理に対する不

安・不信感から、産業廃棄物処理施設の立地に対する地域住民の理解を得るこ

とが困難となっており、特に最終処分場の立地が進まず、残余容量がひっ迫し

ています。このような状況が続くと、不法投棄の増大等による生活環境への影

響や産業活動に支障を生ずることが懸念されることから、引き続き、産業廃棄

物の減量化・リサイクルの一層の推進を図っていく必要があります。

また、今後さらに増加するおそれがある不法投棄に対応するため、平成 年

度から 年間を緊急対策期間と位置付け、行政・事業者・関係団体が一体と

なった全県的な監視・通報、意識啓発体制を構築し、不法投棄の未然防止と早

期解決を図ることとしています。
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今日、下水道は、健康的で快適な生活環境の確保と、公共用水域の水質保全を

図るために必要な基盤施設となっています。平成 年度において県内では、 市

町村（ 市 町 村）で公共下水道事業が実施され、また、県が行う下水道事業

として、岩木川・馬淵川流域下水道事業、十和田湖特定環境保全公共下水道事業

及び か所の過疎代行事業（ 過疎地域自立促進特別措置法 に基づく）を実施

しています。近年、住民の下水道に対する要望が多いことから、県では町村に対

し、平成 年度から 下水道事業緊急促進費補助 制度を実施、平成 年度から

は 町村下水道緊急対策事業費補助 制度に改訂し県費補助することにより、町

村下水道事業の普及促進を図ることとしています。

このほか、下水道が整備されない地域の生活雑排水対策を目的として、合併処

理浄化槽設置事業に対する補助を実施しており、平成 年度は 市町村で

基を整備しています。

農村地域においては、農業用用排水の水質保全及び農村の生活環境の改善を図

り、併せて、公共用水域の水質保全に寄与するため、平成 年度末で、 市町村

（ 市 町 村）で 処理区の農業集落排水事業（うち過疎地域の 村、 処



理区が県営事業）を実施しており、 処理区が供用しています。今後とも、農村

地域の汚水処理整備水準の向上を図るため、積極的に推進することとしています。

また、漁港漁村地域においても、漁港機能の増進と、その背後集落における生

活環境の改善を図り、併せて、公共用水域の水質保全に寄与するため、これまで

町村（ 町 村）で 地区の漁業集落排水施設を整備しており、平成 年度末

現在で 地区が供用しています。

本県の豊かな自然を保護し、後世に永く伝えるため、すぐれた自然やすぐれた

自然景観を有するものとして、十和田八幡平国立公園や下北半島国定公園、津軽

国定公園のほか、県立自然公園として浅虫夏泊等の 地域を指定してきました。

また、県自然環境保全条例に基づき、然ケ岳県自然環境保全地域等の つの県

自然環境保全地域及び白萩平県開発規制地域等の つの県開発規制地域並びに愛

宕山県緑地保全地域等の の県緑地保全地域を指定してきました。

さらに、主要な鳥類の生息地及び渡来地は、 つの国設鳥獣保護区及び の県

設鳥獣保護区として保護に努めています。

県民の森梵珠山地区については、昭和 年以来身近な自然に触れ合う場として

整備を進めてきましたが、平成 年に県立自然ふれあいセンターが完成して、よ

り一層の充実強化が図られています。

平成 年 月には白神山地が世界遺産として登録され、本県の自然環境のすば

らしさが評価されました。

国（環境省）は、白神山地の調査研究、保護管理の拠点施設として、 白神山地

世界遺産センター を平成 年度 年度に整備しました。

県においても、これに併設するかたちで情報提供、体験学習、普及啓発等の機

能を持つ 白神山地ビジターセンター を平成 年度から整備し、平成 年 月

に開館しました。これにより、白神山地の適正な保護管理等及び自然保護に関す

る普及啓発が格段に推進されることとなりました。また、津軽国定公園十二湖地

区へ、森を中心にした自然環境についての普及啓発活動の推進拠点として、エコ

ミュージアムセンターを平成 年度から整備し、平成 年 月に開館しました。
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県民の安全の確保及び環境の保全を図るため、原子燃料サイクル施設及び日本

原子力研究所むつ事業所周辺地域における放射線等の監視を実施しています。

また、文部科学省の委託により核実験等による放射性降下物の影響を把握する

ことなどを目的として、県内全域の環境における空間放射線や環境試料中の放射

性物質の水準調査を実施しています。

今後も平成 年 月に設置した青森県原子力センターを拠点として、原子燃料

サイクル施設及び日本原子力研究所むつ事業所周辺地域におけるこれまでの監視

を継続し、安全性の確認を行うとともに、平成 年度運転開始予定の東通原子力

発電所についても、環境放射線監視を行います。また、県内全域の環境放射能水

準調査を継続実施します。

なお、原子力関連施設に対しては、県民の安全・安心に一層の重点を置いた対

応をするため、平成 年 月に設置した 原子力施設安全検証チーム において、

事業者からの報告など、様々なものについて検証することとしており、その検証

結果等を踏まえ、県として、より適切な判断、対応をしていくこととしています。



白神山地は、青森県と秋田県にまたがる約 に及ぶ広大な地域を指し

ており、我が国有数の規模を持つブナの天然林を主とする地域です。

また、この白神山地の青森県側の西北部には 津軽国定公園 が位置し、東北

部には 赤石渓流暗門の滝県立自然公園 が、秋田県側の東部には きみまち坂

藤里峡県立自然公園 が、そして西部には 八森岩館県立自然公園 が位置して

います。

白神山地には、大川、赤石川、追良瀬川、笹内川、そして秋田県粕毛川の源流

部が集中し、人間の行為による影響をほとんど受けない、すぐれて原生的なブナ

天然林が広範囲にわたって分布しています。

白神山地のすぐれた自然環境は、学術的にも貴重であることから、そこに生息・

自生している動植物の保護、保全についての社会的関心が高まり、平成 年 月

日に （青森県側 、秋田県側 ）が、国の自然環境保全

地域に指定されました。

また、平成 年 月 日には、政府が白神山地の普遍的価値は、世界的水準に

照らしても極めて重要であると評価し、我が国初の世界遺産登録候補地として、

屋久島と共にユネスコの世界遺産委員会に推薦しました。

推薦地域面積は、当初 でしたが、世界遺産委員会事務局の提言により、

我が国政府が、平成 年 月 日に （青森県側 、秋田県側

）に推薦面積を拡大し、同年 月南米コロンビアで開催された第 回世

界遺産委員会において、白神山地は、推薦面積の全部が世界遺産リストへ登録さ

れました。
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図 白神山地の概要図



表 世界遺産条約の概要等

名 称 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

目 的

国境を越えて世界的な価値を持っている人類共通の財産とい

える貴重な自然や文化財を守るために制定された条約であり、

人類の祖先が現代まで残してくれた美しい自然や文化遺産を将

来の人々にも同じように残していこうとするものである。

概 要

世界の文化遺産及び自然遺産を保護するため、保護を図るべ

き遺産をリストアップし、締約国の拠出金からなる世界遺産基

金により、各国が行う保護対策を援助する。

事務局は、国連のユネスコに置かれている。

（ユネスコ 国際連合教育科学文化機関）

経 緯

年 月 日、パリで開催された第 回ユネスコ総会で採

択され、米国が 年に最初に批准し、以降批准国が増加して、

年に効力を有することとなった。

我が国は、 年 月 日に締約国となっており、 年

月現在の加盟国数は 国に達している。

世 界 遺 産 の 数

年 月現在、 の世界遺産が登録されている。

自然遺産 件、文化遺産 件、文化及び自然遺産

の複合遺産 件

自然遺産の定義

無生物又は生物の生成物群から成る特徴のある自然の地域で

あって、鑑賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの

地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物

又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定めら

れている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値

を有するもの

自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域で

あって、学術上、保存上又は景観上普遍的価値を有するもの

名 称 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

目 的

概 要

経 緯

世 界 遺 産 の 数

自然遺産の定義
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世界遺産委員会の

選定基準

白神山地は、選定

基準の に該当

自然遺産は、定義に該当するほか、次の世界遺産委員会の選

定基準（クライテリア）に該当することが必要である。

地球の進化の歴史のある段階を顕著に例示していること。

現在進行中の重要な地質学的過程、生物学的進化、自然環

境と人との相互関係を顕著に例示していること。

すばらしい自然現象や地形、あるいはまれにみる自然美の

地域を含んでいること。

絶滅のおそれのある動植物であって、科学上、保存上の観

点から、すぐれて普遍的な価値のあるものがそこに今も生き

延びている、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んで

いるもの。

世界遺産委員会の

選定基準

白神山地は、選定

基準の に該当

ブナは、かつて東北地方の山地ばかりでなく低地を一面に覆っていましたが、

今日では、白神山地が原生度の高いブナ林で覆われた地球上で最大の地域となり

ました。

白神山地のブナ林内には多種多様な植物群落が共存し、ブナ林を背景とした豊

富な動植物が生息し、自然の生態系をありのままの姿で見ることができます。

白神山地の植物種については、 科 属 種が確認されており、この中には、

アオモリマンテマ、ツガルミセバヤ、オガタチイチゴツナギ及びミツモリミミナ

グサをはじめ多数の貴重な植物が確認されています。

哺乳類の主なものとして、ツキノワグマ、カモシカ、オコジョ、ニホンザル、

ヒミズなどの生息が確認されているが、小型哺乳類については、さらに詳細な調

査が必要です。また、鳥類 種、は虫類 種、両生類 種、昆虫類 種余り

が知られています。これらのうち、特別天然記念物にカモシカ、天然記念物にヤ

マネ、クマゲラ、イヌワシが指定されています。なかでも、キツツキ科のクマゲ

ラは、本州での確認例も少なく、ブナ林と並んで白神山地の象徴的な存在となっ

ています。また、平成 年 月に新種のゴミムシが世界遺産地域の中から見つか

りました。このことは、遺伝子プールとしての白神山地の価値の高さを示す一例



といえ、今後とも昆虫を中心に、未だ確認されていない種が白神山地から発見さ

れることが期待されています。

世界遺産（自然遺産）としての白神山地は、今後、世界遺産条約に則って厳正

に保護していくことが求められています。

世界遺産条約の本質は、 人類の祖先が現代まで残してくれた美しい自然や文

化遺産を将来の人々にも同じように残していく ことにあります。このため、白

神山地の場合も、そのすぐれた自然を将来にわたって保護していくための基盤を

整備して、 将来の人類に対する現在の人類の貴重な責任を果たす ことが求め

られています。

本県にとって、白神山地が世界遺産に登録されたことは、次のような意義をも

つことになると考えられます。

第一は、本県が豊かな自然を有しているということが、国内外に広く認識され

たことです。本県は、十和田湖や八甲田山及び岩木山、下北半島等のすぐれた自

然を有していますが、国際的な水準による科学的な評価を受けて次代に引き継ぐ

べき特別な価値があると判断された白神山地の存在によって、本県の自然全体に

対する評価が一層高まることが期待されるとともに、県民にとっても、その価値

を再発見する好機会になったものと考えられます。

第二には、世界遺産を有することに伴う、自然保護意識の高揚が期待されるこ

とです。世界遺産の存在は、県民に誇りを与えるものですが、一方においては、

我々に保護に対する責任を課すことにもなります。世界遺産登録に伴い、白神山

地に対する県民の関心が高まっていますが、これによって自然を保護していくこ

との重要さが再認識され、自然保護意識の高まりと具体的な行動の展開が期待さ

れます。

第三には、国による保護・保全事業の実施により、将来に向けた保護体制の整

備や白神山地に係る科学研究の促進が期待されることです。

世界遺産条約においては、締約国は、世界遺産登録がなされた遺産については、
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国が科学的、技術的、管理上、財務上の処置に努めることとされ、また、保護す

ると同時にその地域内の生活に役割を与え、整備活用に際して必要な研修セン

ターを設置するなどして、人々が遺産を正しく理解するよう努めなければならな

いとされています。

これら一連の国による措置や保全事業の実施は、白神山地を適切に保全し利用

していくための基盤の形成にとって不可欠であり、その促進が期待されています。

また、県としても平成 年 月には、秋田県とともに 世界遺産白神山地憲章

を制定したほか平成 年 月には、 世界自然遺産白神山地国際シンポジウム

を青森市で開催するなど、多様な生命の環が広がる森林の大切さと森林文化の啓

発に努めています。

県は、白神山地の自然環境の保全及び利用の基本的方針と、これを実現するた

めの基本的な方策を明らかにする 白神山地保全・利用基本計画 を平成 年

月に策定しました。

今後も、入山対策として白神山地世界遺産地域巡視員による啓発指導等を強化

するとともに、平成 年 月に国（環境省・文化庁・林野庁）が策定した 白神

山地世界遺産地域管理計画 との整合を図りつつ、 白神山地保全・利用基本計

画 に基づいて白神山地の価値についての普及啓発活動、県民の意識高揚、自主

的な活動の促進等の保護対策を関係町村等と一体となって推進していくこととし

ています。

なお、白神山地の適正な保護管理及び自然保護に関する普及啓発をより一層推

進するため、国（環境省）では、白神山地の保護管理、学術研究の拠点として 白

神山地世界遺産センター を平成 年度から 年度にかけて整備し、県もこの施

設に併設して、環境学習や情報提供の機能を有する 白神山地ビジターセンター

を平成 年度から整備し、平成 年 月に開館しました。

また、県では、平成 年 月には、登山客の増加が著しい白神岳において、か

つての主要ルートであった 二股コース を再整備しました。これにより、白神

岳は 蟶山コース との周回コースとなり、登山客の分散化が図られ、登山道の

荒廃を予防できるものと考えられます。



今日の環境問題は、生活排水による河川の汚濁等の都市・生活型公害から、廃

棄物の増大、酸性雨、熱帯林の減少等の地球環境問題まで、複雑・多様化してい

ます。これらの環境問題については、一人ひとりの生活や行動とともに、経済社

会活動が与える環境への負荷が大きな原因の一つとなっていることから、豊かな

自然や環境の恵みを将来に継承していくためには、各種の事業の実施に当たって、

環境への配慮を行う必要があります。

本県においては、国の補助事業を積極的に活用するなど、緑地、河川等の整備

をはじめ、畜産業、漁業等の産業基盤の整備等の各種事業において、環境に配慮

した事業が行われています。

近年、地球規模での環境保全の必要性が強調されている中で、農業分野にお

いても農薬や化学肥料の削減など、環境への影響に配慮した農業を確立するこ

とが求められています。

そのため、平成 年 月に策定した 環境にやさしい青森農業の進め方 と

青森県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針 に基づき、環境への

負荷を低減する農業技術についての試験研究や、地域農業改良普及センターに

おける、展示ほの設置や講習会等の技術指導、さらに、土づくりと減化学肥料・

減農薬の促進や、それに取り組む農業者をエコファーマーとして認定し支援措

置を講じることにより、持続性の高い農業生産方式 の導入を促進しています。

環境にやさしい青森農業の推進

農業用廃プラスチックの回収とリサイクルの促進

ビニールハウスやマルチ等に使用された農業用廃プラスチックを適正に処理

するために、県段階及び農林水産事務所単位の 農業用プラスチック適正処理

協議会 が啓発指導等を行うとともに、全市町村に整備されている農協を中心
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とした回収組織が廃プラスチックの回収とリサイクルに取り組んでいます。そ

の結果、平成 年度は廃プラスチック排出量の ％にあたる を回収し、

そのうち （ ％）をリサイクルしました。

稲わら焼却防止活動

稲わらの焼却は減少傾向にあるものの、一部地域で依然として行われており、

貴重な有機物資源の損失のみならず、健康への悪影響や交通の妨げが心配され

るほか、本県のマイナスイメージとなることが懸念されています。

このため、平成 年度は焼却防止の啓発活動の実施、水田へのすき込みや堆

肥化による土づくりの推進、一般住民へ稲わらを提供する 稲わらふりーでん

の設置、畜産農家や福祉施設への稲わらあっせんなどによる稲わらの有効活用

を推進するとともに、焼却の行われている地域へ重点指導を行い、稲わらの焼

却防止を図っています。

食品リサイクルの推進

食品リサイクル法（平成 年 月施行）に基づき、製造・流通・外食等の食

品関連事業者が排出する食品廃棄物については、平成 年度までに 割以上削

減することが義務付けられています。

このため、食品製造業者、食品流通業者等を対象とした研修会の開催などの

普及啓発事業を行っています。

また、地域の農業者、スーパー、ホテル等の食品関連事業者、廃棄物収集運

搬業者等で組織され、地域の課題は地域で解決しようとするリサイクル推進グ

ループが行う計画作成等の活動を支援しています。

畜産環境保全対策については、住民の生活環境との調和のとれた畜産経営を

推進するため、畜産経営に係る実態調査や巡回指導及びシンポジウムの開催等

を実施しています。

また、家畜排せつ物処理施設の整備及び利用に係る促進対策については、平

成 年 月に 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 が

資源循環型畜産確立対策



畜産公共事業

畜産主産地としての発展が期待される地域において、畜産生産基盤や家畜排

せつ物を適切に処理するために必要な畜産経営の総合的な環境整備の推進を

図っています。

木質バイオマスの有効利用の推進

環境保全や炭素固定機能の高度発揮に対する要請が高まる中、持続可能な資

源循環型社会を実現することが急務となっていることから、未利用資源である

間伐材（林地残材）、製材廃材、バーク、建築廃材、おが屑やリンゴ剪定枝等

の木質バイオマスを堆肥・敷料及び環境にやさしいエネルギー等として活用す

ることが重要となっています。

このため、平成 年 月に 青森県木質バイオマス有効利用システム策定検

討委員会 を設置し、県内の木質バイオマスを有効利用するためのシステムを

策定することとし、検討を進めているところです。

また、 木質バイオマス利用推進シンポジウム を開催するなど、木質バイ

オマスを有効利用する意義や地域に与える影響などについて、県民理解の醸成

を図るための取組を行っています。

施行されたことから、家畜排せつ物の利用の促進を図るための県計画（平成

年 月策定） に基づき、補助事業等を活用した施設整備を進めるとともに、

地域ぐるみ堆きゅう肥活用システム化協議会を開催する等、地域が一体となっ

て良質堆きゅう肥の生産及び利用促進を図るための取組みを進めています。

地域用水環境整備

農村地域は、豊かな水と緑に恵まれ、うるおいとやすらぎに満ちた空間を形

成してきましたが、その中で、農業用水は農業生産以外に、生活用水、防火用

水、消流雪用水、水質浄化用水、景観・生態系の保全、親水など地域用水とし

て多面的な機能を有しています。

一方、近年の農業構造の変化や農村の混住化の進展等は、集落による施設管

理機能の低下や水質の悪化等を招いていることから、地域住民のニーズや都市
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住民のニーズ等に即して地域用水としての多面的な機能を適切に発揮させてい

くことが求められています。

このため、農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地域用水の有する

多面的な機能の維持増進に資する施設の整備を行い、農村地域における生活空

間の質的向上を図るとともに、地域一体となった農業水利施設の維持・保全体

制の構築に資することを目的とし、次の事業を実施しています。

親水・景観保全のための施設として、親水護岸、遊水施設、せせらぎ水路等

の整備

生態系保全のための施設として、蛍ブロック、魚巣ブロック、草生水路、魚

道等の整備

災害発生時に消防水利又は生活水利を容易にするための施設としての、防火

水槽、吸水枡、給水栓及びアクセス施設等の整備

渇水時に必要とする揚水機、送水管、ファームポンド、ため池、連絡水路等

の整備

施設の適切な利用

保全を図るためのベンチ、休憩所、管理道路、遊歩道、水質保全施設、照明、

案内板、安全施設等の整備

地域用水機能の増進のための施設としての共同洗い場、チェックゲート、反

復利用施設等の整備

具体的には、大鰐町の 早瀬野地区 など 地区で事業が実施されています。

漁港における景観の保持及び美化を図り、潤いのある環境を形成して漁港環

境を快適にし、漁港をより魅力あるものとするため、漁港施設用地等に植栽、

休憩所、運動施設、親水施設等の整備を行うものです。

平成 年度においては、大畑漁港等 か所において整備が行われます。

漁港環境整備



建設副産物の排出量の抑制と再利用、再生利用等を推進するため、建設副産

物対策に取り組んでいます。

原材料として利用の可能性があるもの（コンクリート塊、アスファルト塊、

建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物）及びそのまま原材料となるもの（建

設発生土、スクラップ等有価物）のリサイクルを推進し、利用していこうとい

うものです。

平成 年 月 日からは建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律）が完全施行され、一定規模以上の建設工事から排出されるコ

ンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材について、分別と再資源化が義

務付けられました。

このため、県民や建設関係事業者の方々に対する分別解体と再資源化に関す

る広報啓発活動を行っているほか、県発注工事では 青森県建設リサイクル推

進行動計画 を策定し、数値目標を掲げてリサイクルの推進に取組んでいます。

本県におけるリサイクルの実績等は、表 のとおりです。

建設副産物のリサイクル推進

表 建設副産物リサイクル実績

平成 年度排出量に対して ％削減

品 目 平成 年度
青森県実績値（推計）

平成 年度
県発注工事実績値

平成 年度
目標値（県発注工事）

建 設 廃 棄 物 ％ ％ ％

アスファルト塊 ％ ％ ％

コンクリート塊 ％ ％ ％

建 設 汚 泥 ％ ％ ％

建設混合廃棄物 ％（排出量 ） 排出量

建設発生木材 ％ ％ ％

建 設 発 生 土 ％ ％ ％

品 目 平成 年度
青森県実績値（推計））

平成 年度
県発注工事実績値

平成 年度
目標値（県発注工事）
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河 川 浄 化

河床に沈殿した汚泥や流水の汚濁の進んだ河川を対象に、汚泥の浚渫、浄化

用水の導入、浄化水路の整備などにより、河川の水質浄化を行い、清浄な流水

の確保を図ることにより、河川と地域の人たちとのふれあいの場を創出し、生

活環境の改善を図るものです。

本県での河川浄化事業は、八戸市の新井田川（昭和 年、汚泥浚渫）、

青森市の沖館川（昭和 平成 年、汚泥浚渫）、弘前市の土淵川（平成元

年、礫間接触酸化法）、むつ市の田名部川支川明神川（平成 年、礫間

接触酸化法）の 河川で実施しました。

ふるさとの川整備

近年の都市化や地域開発が急激に進み、豊かな水辺の自然を失いつつあるな

かで、美しい水辺空間を取り戻し、街づくりと一体的な治水施設の整備を図ろ

うとするものです。

治水対策を図りつつ、緑あふれる情景と個性ある水辺景観を形成し、うるお

いのある川づくりを通してふるさとのまちづくりを目指すのが特徴となってい

ます。本県では、腰巻川、田子川、脇野沢川の三河川が指定を受けており、腰

巻川については平成 年度に事業が完了し、田子川についても平成 年度に完

了しています。

また、脇野沢川については、平成 年度に整備計画が認定され、事業を実施

しております。

多自然型川づくり

治水対策に加え、河川が本来有している動植物の生息環境に配慮し、あわせ

て美しい河川の自然景観を保全あるいは創出していこうという川づくりのこと

です。この工法は、洪水の危険性やそれに伴う構造物の安全性などを損なうこ

となく、河川の自然を保護育成するという改修方法であり、県内全域で実施さ

れています。



国土保全との調和を図り、国民の休養の場としてその利用に供するため豊か

で潤いのある海岸環境の整備を行い、快適な海浜利用の向上を図るため、階段

式護岸、遊歩道、人工リーフ、離岸堤、養浜等の整備を行うものです。

平成 年度においては、農林水産省所管の海岸で岩崎海岸 海岸、水産庁所

管の海岸で鰺ケ沢漁港海岸等 海岸、国土交通省河川局所管の海岸で向平海岸

海岸、国土交通省港湾局所管の海岸で小湊港等 港において整備が行われま

す。

海岸環境整備

港湾環境整備

港湾環境のアメニティの向上をめざし、レクリエーションやイベント等多彩

な交流活動の拠点として、さらには災害時における救援活動の拠点等として、

広場、休憩施設、植裁、親水施設等を整備し、豊かなウォーターフロントを形

成するものです。

平成 年度においては、青森港等 箇所において整備が行われます。
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近年、人々の価値観の多様化やライフスタイルの変化に伴い、生活環境に 潤

い や やすらぎ などの精神的な豊かさが求められてきています。このような

観点にたって、快適な環境を創造していくためには、公害防止などの生活環境の

保全や自然環境の保全だけでなく、身近な水辺や緑、美しい街並みや歴史的雰囲

気と調和した環境の保全・創造を図っていくことが必要です。豊かな緑、清らか

な水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、歴史的・文化的遺産などがバランスよ

く備わった良好な環境づくりは、人間性豊かな生活と、地域の活性化を推進して

いく基盤ともなるものであり、また、健康の維持・増進、精神のリフレッシュあ

るいは子どもたちの健やかな成長にも欠かすことのできないものと考えられま

す。

歴史的・文化的環境を構成する要素は、自然景観、都市景観、身近な水辺と緑、

歴史的・文化的遺産等広い分野にわたっています。

これら各要素についてみると、自然景観については、国立公園、国定公園など、

自然公園法等の法令によって指定・保全されているものだけでなく、地域のシン

ボルとなっている山や川、海の景観など、身近な自然が創り出す景観も含まれま

す。

また、歴史的・文化的遺産についても、文化財保護法等の法令によって指定、

登録されている重要有形、無形文化財等や埋蔵文化財に限らず、各地域の成り立

ちや歴史を現わす集落・街並み、祭、伝統芸能なども含まれます。

近年はこのように、保護等に関して法令上指定されていない身近なものも含め

て保全していくことが求められてきています。



自然景観や我々の先祖が創り出し、伝承されてきた歴史的・文化的遺産は、我々

の生活環境の一部を形成する、地域に根ざした貴重な財産ですが、経済発展や生

活様式の変化に伴い、中にはその価値が忘れ去られていく傾向にあるものもあり

ます。中でも、保護・保全の体制が整備されていない身近な自然や歴史的・文化

的遺産については、その傾向が顕著です。こうした身近な郷土の自然や歴史的・

文化的遺産について重要性を再認識し、これらに関する適切な保全・活用を考え

ていく必要があります。

また、良好な景観づくりをはじめとして、環境に対する人々の要求も多様化し

てきており、環境創造の観点から、地域の歴史や文化的特色を生かすとともに、

新たな時代感覚をも取り入れ、積極的に都市空間や街並み空間、さらには田園景

観の創造を図っていくことが重要です。人々の多様なニーズを踏まえながら、地

域の自然や文化と身近な緑や快適性等が調和した、個性的で潤いのある環境の創

造を図っていくことが必要となっています。
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青森県景観条例に基づく景観形成の推進

県民にゆとりと潤いをもたらす優れた景観を有する県土の実現を図るため、

平成 年 月 日に 青森県景観条例 を施行し、県土の景観形成を推進して

います。

図 青森県景観条例の体系

青
森
県
景
観
条
例

青
森
県
景
観
条
例

目 的目 的

責 務責 務

景 観 の 日景 観 の 日

県の景観形成県の景観形成

景観形成基本方針景観形成基本方針

大 規 模 行 為大 規 模 行 為

ゆとりと潤いをもたらす優れた景観を有する県土の実現

景観形成の責務（県・県民・事業者）

月 日

県土の景観形成に関する基本方針の策定
景観形成に関する基本構想
景観形成重点地域に関する基本的事項
大規模行為に係る景観形成に関する基本的事項
その他景観形成に関する重要な事項

大規模行為景観形成基準の策定
大規模行為の届出・指導

景観形成重点地域の指定
景観形成重点地域基本計画の策定
特定行為景観形成基準の策定
特定行為の届出・指導

公共事業景観形成基準の策定

景観形成住民協定の認定

ふるさと眺望点の指定

景観形成重点地域景観形成重点地域

公 共 事 業公 共 事 業

景観形成住民協定景観形成住民協定

ふるさと眺望点ふるさと眺望点



青森県景観形成審議会の設置

青森県景観形成審議会は、知事の附属機関として、青森県景観条例に規定す

る景観形成基本方針の策定等、県土の景観形成に関する重要事項を調査審議す

るため平成 年 月 日に設置されました。

平成 年 月には、第 回青森県景観形成審議会を開催し、平成 年度に策

定したあおもり景観創造プラン について報告するとともに、景観形成事業全

般について審議いただきました。

青森県景観形成基本方針の策定

県土の景観形成を長期的・総合的に推進する上での目標や基本的な考え方、

施策の実施に当たって考慮すべき事項等を明らかにするため、 青森県景観形

成基本方針（平成 年 月 日公告） を策定しました。

大規模行為届出制度

青森県景観条例では、景観形成に大きな影響を及ぼす恐れのある一定規模を

超える建築物・工作物の建築、土石の採取等の大規模行為について事前の届出

を義務付け、大規模行為景観形成基準に則した審査をし、必要に応じて行政指

導を行っています。

平成 年度の届出件数は 件となっています。

公共事業景観形成基準の策定

公共の道路、橋、建築物等は、大規模のものや、地域の景観の基盤となるも

のが多く、県土の景観を構成する重要な要素となっています。そこで、県が実

施する公共事業に係る景観形成のための基準として、 青森県公共事業景観形

成基準 を平成 年 月 日に策定し、景観形成の先導的役割を果たすことと

しています。



第 章 歴史的・文化的環境の保全と創造第 章 歴史的・文化的環境の保全と創造

県土の景観形成を推進するためには、県民及び事業者の自主的・主体的な活

動を得ていくことが必要であり、この意識の醸成を図るため、青森県景観条例

では 月 日を 景観の日 と定め、この日にふさわしい事業を実施すること

としています。

景観の日 関係事業の実施

新たな景観創造の取組み

これまで、大規模行為届出制度等による良好な景観形成の誘導と、 景観の

日 関係事業等による景観に対する県民意識の醸成を図ってきましたが、今後

は、景観創造の観点にたって、美しいふるさとあおもりの実現を目指した取組

みを進めていく必要があります。

景観形成に関する基本的な考え方については、青森県景観形成基本方針（平

成 年 月策定）を定めていますが、今後、景観創造の取組みを進めるために

は、その具体的な考え方や方向性を整理する必要があるとの青森県景観形成審

議会の意見を踏まえ、平成 年 月に景観創造 検討委員会（長谷川成一会長）

を設置し、内容を検討してきました。

平成 年 月に景観創造の取組みの基本的な考え方、実現させたいふるさと

の景観像及び景観創造に向けた行政と県民の役割等についてとりまとめたあお

もり景観創造プラン を策定しました。




